
一

は
じ
め
に

本
稿
は
、
本
誌
第
三
号
（
一
九
九
九
年
三
月
）
よ
り
継
続
し
て
い
る
正
倉
院
文

書
写
経
機
関
関
係
文
書
編
年
目
録
の
第
九
回
目
に
あ
た
る
。
本
稿
で
対
象
と
す
る

の
は
、
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
の
も
の
で
未
報
告
の
年

も
あ
る
が
、
先
行
し
て
掲
載
す
る
。
本
目
録
作
成
に
至
っ
た
経
緯
や
そ
の
目
的
な

ど
に
つ
い
て
は
、
第
三
号
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

な
お
、
本
誌
に
お
い
て
、
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
の
目
録
も
掲
載
す
る
が
、

天
平
勝
宝
五
年
の
文
書
群
と
天
平
宝
字
六
年
の
文
書
群
は
性
質
を
大
き
く
異
に
す

る
た
め
、
別
々
に
、
凡
例
・
表
を
作
成
す
る
こ
と
と
し
た
。
ご
了
承
い
た
だ
き
た

い
。

二

凡
例

・
文
書
番
号
は
原
則
と
し
て
日
付
順
に
付
し
た
。

・
文
書
番
号
に
は
階
層
性
を
持
た
せ
て
い
る
。
単
体
の
文
書
が
集
合
し
て
文
書
集

合
を
な
す
場
合
、
そ
の
集
合
に
文
書
番
号
を
付
し
、
各
文
書
に
は
枝
番
号
を
付

し
た
。

・
文
書
名
の
付
け
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
文
書
の
作
成
目
的
が
明
確
に
な
る
よ
う

に
心
が
け
た
。
し
た
が
っ
て
、『
大
日
本
古
文
書
』（
編
年
文
書
。
以
下
『
大
日

古
』
と
略
す
）
の
文
書
名
と
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
題
箋
が
あ
る
場
合

に
は
そ
れ
を
参
照
し
た
。

・
年
月
日
の
項
に
は
、
そ
の
文
書
の
作
成
年
月
日
（
帳
簿
の
場
合
は
開
始
年
月

日
）
を
示
し
た
。（

）
は
推
定
。
以
下
す
べ
て
の
項
目
に
お
い
て
、
天
平
勝

宝
は
「
勝
宝
」
と
略
記
し
、
正
月
は
「
１
」
月
と
示
し
た
。

・
期
間
／
作
成
の
項
に
は
、
作
成
年
月
日
が
特
定
で
き
る
文
書
に
は
「
作
成
」
を
、

帳
簿
な
ど
複
数
の
年
月
日
に
わ
た
る
場
合
や
特
定
で
き
な
い
場
合
に
は
そ
の
記

載
対
象
の
最
終
年
月
日
を
「
〜
」
に
つ
づ
け
て
示
し
た
。

・
写
経
事
業
の
項
に
は
、
間
写
に
つ
い
て
は
後
掲
「
三

写
経
事
業
の
概
観

２

正
倉
院
文
書
写
経
機
関
関
係
文
書
編
年
目
録

―
天
平
勝
宝
五
年
―

有

富

純

也

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
十
一
号

二
〇
〇
七
年
三
月

1



間
写
」
に
対
応
す
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
付
し
て
区
別
を
は
か
っ
た
。
写
経
所

で
行
わ
れ
て
い
る
常
疏
や
間
写
と
は
関
係
の
な
い
、
奉
請
文
な
ど
に
お
け
る
経

巻
授
受
に
つ
い
て
は
、
常
疏
や
間
写
と
区
別
す
る
た
め
、「

」
を
付
し
た
。

・
文
書
機
能
の
項
に
は
、
数
段
階
の
文
書
機
能
が
あ
る
場
合
は
、
目
録
と
し
て
採

用
し
た
主
た
る
機
能
の
ほ
か
に
、（

）
に
そ
の
旨
を
記
し
た
も
の
が
あ
る
。

例
「
経
巻
借
受
申
請
（
↓
経
巻
貸
出
検
注
）」

・
作
成
ま
た
は
発
信
↓
受
信
の
項
に
は
、
文
書
の
作
成
・
保
管
主
体
、
ま
た
は
文

書
の
発
信
者
・
受
信
者
を
示
し
た
。
推
定
し
た
場
合
に
は
「（
写
経
所
↓
造
東

大
寺
司
）」
の
よ
う
に
全
体
を
（

）
で
括
っ
た
。
ま
た
、
案
文
の
場
合
に
は

「
写
経
所
（
↓
造
東
大
寺
司
）」
と
い
う
か
た
ち
で
、
想
定
さ
れ
る
正
文
の
受
信

者
を
示
し
た
。

・
大
日
古
の
項
に
は
、『
大
日
古
』
に
お
け
る
所
在
を
巻
数
と
頁
数
に
よ
っ
て
示

し
た
。『
大
日
古
』
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
「
未
収
」

と
し
た
。

・
文
書
の
所
在
の
項
で
は
、
以
下
の
略
号
を
用
い
た
。
Ｓ＝
正
集
、
Ｚ＝

続
修
、

ZK＝

続
修
後
集
、
ZB＝

続
修
別
集
、
Ｊ＝

塵
芥
、
ZZ＝

続
々
修
、
拾
遺＝

国
立

歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
正
倉
院
文
書
拾
遺
』。
断
簡
番
号
は
、
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
編
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
既
刊
部
分
（
正
集
〜
塵
芥
、
以
下
編
纂
所
目

録
と
略
す
）
は
そ
れ
に
従
い
、
必
要
に
応
じ
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
紙
焼
写
真

（
以
下
、
写
真
帳
と
略
す
）
に
示
さ
れ
た
紙
数
番
号
を
〈

〉
で
示
し
た
。

続
々
修
は
紙
数
番
号
の
み
を
記
し
た
。

・
次
の
項
に
は
、
当
該
文
書
が
一
次
利
用
か
二
次
利
用
か
を
示
し
た
。

・
他
の
利
用
の
項
に
は
、
同
一
の
紙
に
当
該
文
書
以
外
の
文
字
が
存
在
し
た
場
合
、

そ
れ
を
示
し
た
。
主
に
紙
背
の
利
用
で
あ
る
。
利
用
が
な
い
場
合
は
空
欄
と
し

た
。

・
備
考
の
項
に
は
、
上
記
以
外
に
担
当
者
の
気
付
い
た
留
意
点
な
ど
を
示
し
た
。

端
裏
書
や
、
八
世
紀
当
時
お
よ
び
近
代
の
編
成
時
に
お
け
る
往
来
軸
・
付
箋
の

情
報
は
必
ず
記
す
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
正
倉
院
事
務
所
所
蔵
『
正
倉
院
御
物

目
録
』「
未
修
古
文
書
目
録
」
に
よ
る
情
報
〔
飯
田
二
〇
〇
一
〜
三
〕
を
記
し

た
。
未
修
目
録
に
つ
い
て
は
、
佐
々
田
目
録
の
凡
例
も
参
照
〔
佐
々
田
二
〇
〇

四
ａ
、
一
三
八
〜
一
三
九
頁
〕。

三

写
経
事
業
の
概
観

当
年
は
食
口
案
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
い
か
な
る
仏
典
を
写
経
し
た

か
、
お
お
よ
そ
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
、
食
口
案
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

仏
典
に
関
与
し
た
書
生
・
装
�
・
校
生
の
数
を
月
ご
と
に
整
理
し
、
表
に
し
て
み

る
と
、
表
１
〜
３
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
食
口
案
、
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
文
書
も
利
用
し
つ
つ
、
当
年
に
行
わ
れ
た

写
経
事
業
を
ま
と
め
て
お
く
。

１

五
月
一
日
経
（
常
疏
）

皆
川
完
一
氏
・
山
下
有
美
氏
の
研
究
に
よ
り
、
勝
宝
五
年
前
後
の
五
月
一
日
経

の
書
写
状
況
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
く
。
皆
川
氏
は
、
天
平
勝
宝
末
年
に
五
月

一
日
経
書
写
が
打
ち
切
ら
れ
た
と
論
じ
ら
れ
た
〔
皆
川
一
九
六
二
、
三
二
八
頁
〕。

皆
川
氏
の
見
解
を
継
承
し
た
山
下
氏
に
よ
れ
ば
、
経
律
論
集
伝
部
は
勝
宝
三
年
に

書
写
が
打
ち
切
ら
れ
、
勝
宝
五
年
に
東
大
寺
大
仏
に
奉
納
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
勝

宝
六
・
七
年
に
は
勘
経
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
疏
は
お
そ
ら
く
奉
納
さ
れ

ず
、
書
写
事
業
が
続
け
ら
れ
、
天
平
勝
宝
八
歳
に
終
了
し
た
。
山
下
氏
は
勝
宝
五

年
に
関
し
て
、
三
月
二
十
一
日
か
ら
四
月
二
十
九
日
ま
で
の
食
口
案
に
、「
検
宮
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表１ 食口案にみられる書生数

１１

４７

４１

４０

４

※５月と１２月は食口案がない。表２・３も同様。

※題は、題師をさす。

１０

３１

５

４１

３４
＋題

１５

２

２７

１

９

５

１２

２６

１５８

３

１７

３

８

５０

２１

２１

２２

８

１

７

８０

４

１９

１

１４０
＋題

６

６０

１５

３０

４

２

１２

７

４

３３５

３

３０

８

１９

６

１６

２

１６９

１９

３０

４

１２

８

１

１６６

９

３４

２３

常疏

七部（A）

華厳（B）

薬師（C）

法華経品

勝鬘（D）

五部（H）

上毛判官（J）

法華（L）

心（N）

観世音（O）

法華（P）

華厳（Q）

理趣（R）

四部（S）

顕無辺

注

百部最勝王

陀羅尼集（T）

宝星陀羅尼（U）

表２ 食口案にみられる装�数

１１

２

１１

２

２

１０

５

６

９

５

３

２

９

１７

８

３

２

４

２

７

４

１８

６

３

３

４

３

１

４６

３

４

２

３

６

２

６

１

３

３

８

１

９

７

２

常疏

七部（A）

華厳（B）

薬師（C）

法華経品

勝鬘（D）

五部（H）

上毛判官（J）

法華（L）

心（N）

観世音（O）

法華（P）

華厳（Q）

理趣（R）

四部（S）

顕無辺

注

百部最勝王

陀羅尼集（T）

宝星陀羅尼（U）
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一
切
経
」
に
従
事
す
る
舎
人
が
五
人
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
東
大
寺
大
仏
に
五
月

一
日
経
が
奉
納
さ
れ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
〔
山
下
一
九
九
九
、
四
三
三
頁
〕。

勝
宝
年
間
に
書
写
が
終
了
し
た
こ
と
は
首
肯
で
き
る
が
、
勝
宝
五
年
に
一
切
経
が

大
仏
に
奉
納
さ
れ
た
と
す
る
山
下
氏
の
仮
説
は
、
今
後
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

２

間
写

ま
ず
、
こ
の
年
に
行
わ
れ
た
間
写
を
確
認
し
て
お
く
。
な
お
、
料
紙
の
種
別
、

開
始
時
期
、
料
紙
支
給
な
ど
を
命
じ
る
宣
者
が
史
料
か
ら
わ
か
る
場
合
、
便
宜
的

に
書
き
記
し
て
お
い
た
。
な
お
、
勝
宝
六
年
以
降
も
続
け
ら
れ
た
写
経
事
業
に
関

し
て
は
、
佐
々
田
目
録
の
間
写
一
覧
〔
佐
々
田
二
〇
〇
四
ａ
、
一
四
〇
〜
一
四
二

頁
〕
と
対
照
す
る
た
め
、
佐
々
田
氏
の
間
写
記
号
も
付
記
し
た
。

・
勝
宝
五
年
以
前
か
ら
継
続
事
業

Ａ

七
部
経
（
金
光
明
・
法
華
・
最
勝
王
・
十
輪
・
理
趣
・
弥
勒
・
薬
師
。
佐
々

田
Ｃ
）

凡
紙
。
勝
宝
四
年
八
月
十
三
日
納
紙
（『
大
日
古
』
十
二
３３３
）。

Ｂ

六
十
華
厳
経
九
十
巻
（
佐
々
田
Ｂ
）

葉
藁
紙
、
金
敷
緑
紙
。
勝
宝
四
年
五
月
筆
墨
支
給
（『
大
日
古
』
十
二
２７８
）、
飯

高
笠
目
宣
に
よ
り
納
紙
（『
大
日
古
』
三
５９５
、
十
二
３３４
）。

Ｃ

薬
師
経
四
十
九
巻

檀
紙
。
勝
宝
四
年
十
二
月
十
一
日
、
飯
高
笠
目
宣
に
よ
り
納
紙
（『
大
日
古
』

十
二
３３５
）。

・
勝
宝
五
年
に
始
ま
っ
た
事
業

表３ 食口案にみられる校生数

１１

２８

１０

１０

４

１５

１３

２

９

３

１

２７

８

２２

３

３

５

７

５

１

２２

６

１０

４

８

４

４

２

３

２

４６

３

２９

２

５

２

２

３０

２

５

２

１

２２

５

１０

２

常疏

七部（A）

華厳（B）

薬師（C）

法華経品

勝鬘（D）

五部（H）

上毛判官（J）

法華（L）

心（N）

観世音（O）

法華（P）

華厳（Q）

理趣（R）

四部（S）

顕無辺

注

百部最勝王

陀羅尼集（T）

宝星陀羅尼（U）
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Ｄ

勝
鬘
経
一
巻

二
月
六
日
に
装
�
に
充
紙
（『
大
日
古
』
十
二
３１８
）。

Ｅ

三
部
経
（
最
勝
王
一
部
十
巻
、
仁
王
一
部
二
巻
、
解
深
密
一
部
五
巻
。
佐
々

田
Ｄ
）

青
褐
滅
紫
紙
。
二
月
七
日
、
飯
高
笠
目
宣
に
よ
り
開
始
（『
大
日
古
』
三
５９７
、

十
二
３３６
）。

Ｆ

楞
枷
経

深
紅
紙
。
二
月
七
日
、
飯
高
笠
目
宣
に
よ
り
開
始
（『
大
日
古
』
十
二
３３７
）。

Ｇ

注
勝
鬘
経
二
巻

二
月
二
四
日
、
装
�
に
充
紙
（『
大
日
古
』
十
二
３１８
）。

Ｈ

五
部
経
（
？
）

正
月
二
十
八
日
〜
三
月
九
日
の
あ
い
だ
に
筆
墨
支
給
（『
大
日
古
』
十
二
２８０
）。

Ｉ

種
々
観
世
音
経
二
十
一
巻

深
緑
色
な
ど
の
色
紙
。
二
月
二
十
四
日
、
善
光
尼
宣
に
よ
り
納
紙
（『
大
日

古
』
三
５９８
、
十
二
３３７
）。

Ｊ

上
毛
野
真
人
私
願
経
三
巻

詳
細
不
明
。〔
２０
〕
と
関
係
す
る
か
。

Ｋ

仁
王
経
三
十
二
部
六
十
四
巻

穀
紙
。
三
月
九
日
、
佐
伯
今
毛
人
・
大
蔵
万
里
宣
に
よ
り
納
紙
。

浅
縹
色
な
ど
色
紙
。
三
月
十
一
日
、
飯
高
笠
目
宣
に
よ
り
納
紙
（『
大
日
古
』

十
二
４２２
）。

Ｌ

法
華
経
十
六
部
百
二
十
八
巻
・
無
量
義
経
十
六
巻

麻
紙
。
三
月
十
五
日
、
善
心
尼
宣
に
よ
り
納
紙
（『
大
日
古
』
三
５９９
、
十
二
３３８
）。

Ｍ

善
光
尼
雑
経

白
麻
紙
。
四
月
十
二
日
納
紙
（『
大
日
古
』
三
６００
、
十
二
３３８
）。

Ｎ

心
経

金
薄
敷
紫
紙
。
七
月
六
日
納
紙
（『
大
日
古
』
三
６００
、
十
二
３３９
）。

Ｏ

観
音
経
十
部
百
巻

藍
色
な
ど
色
紙
。
七
月
十
六
日
納
紙
（『
大
日
古
』
三
６００
、
十
二
３３９
）。

Ｐ

法
華
経
一
部
八
巻

青
褐
紙
。
八
月
七
日
納
紙
（『
大
日
古
』
三
６０１
、
十
二
３４１
）。

Ｑ

（
間
）
華
厳
経
一
部
八
十
巻

穀
紙
。
八
月
二
十
八
日
、
飯
高
笠
目
宣
に
よ
り
納
紙
。
法
華
寺
大
尼
師
の
た
め

の
写
経
（『
大
日
古
』
三
６０１
、
十
二
３４１
）。

Ｒ

理
趣
経
一
巻

紅
紙
。
九
月
二
日
、
気
太
命
婦
宣
に
よ
り
開
始
（『
大
日
古
』
十
二
３４１
）。

Ｓ

四
部
経
（
？
）

九
月
二
十
一
日
筆
墨
支
給
（『
大
日
古
』
十
二
２８１
）。

Ｔ

陀
羅
尼
集
経
一
部
二
巻
（
佐
々
田
Ｅ
）

九
月
二
十
二
日
、
佐
伯
今
毛
人
宣
に
よ
り
開
始
（『
大
日
古
』
十
二
３４０
）。

Ｕ

宝
星
陀
羅
尼
経
一
部
十
巻
（
佐
々
田
Ｆ
）

金
薄
敷
滅
紫
紙
。
十
月
一
日
、
錦
部
河
内
宣
に
よ
り
開
始
（『
大
日
古
』
三
６０２
、

十
二
３４２
）。

Ｖ

孝
謙
天
皇
御
願
経

敷
金
薄
紫
紙
。
十
月
四
日
以
降
納
紙
か
（『
大
日
古
』
三
６０２
、
十
二
３４２
）。

Ｗ

仏
名
経

浅
緑
金
敷
紙
。
十
月
二
十
八
日
納
紙
（『
大
日
古
』
九
５１９
）。

Ｘ

七
部
経
（
法
華
経
一
部
・
梵
網
経
二
部
・
観
無
量
寿
経
一
巻
・
無
量
義
経
一

巻
・
浄
飯
王
経
一
巻
・
摩
訶
摩
耶
経
一
巻
。
佐
々
田
Ｇ
）

穀
紙
。
十
二
月
三
日
、
犬
甘
八
重
宣
に
よ
り
開
始
（『
大
日
古
』
三
６０２
）。
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こ
の
ほ
か
、
食
口
案
の
み
に
記
さ
れ
て
い
る
事
業
と

し
て
、
法
華
経
品
・
顕
無
辺
経
・
注
経
・
百
部
最
勝
王

経
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
三
月
に
開
始
さ
れ

た
法
華
経
書
写
（
Ｌ
）、
七
月
に
開
始
さ
れ
た
観
世
音

経
書
写
（
Ｏ
）、
八
月
に
行
わ
れ
た
華
厳
経
書
写

（
Ｐ
）
に
お
い
て
、
写
経
所
が
書
生
を
多
く
動
員
し
て

い
る
こ
と
が
食
口
案
か
ら
知
ら
れ
る
点
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
法
華
経
書
写
に
関
し
て
は
、
遠
藤
慶
太
氏
の

研
究
が
あ
る
〔
遠
藤
二
〇
〇
〇
〕。
氏
は
、
光
明
皇
后

の
病
気
回
復
を
祈
っ
て
法
華
経
書
写
が
行
わ
れ
た
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
時
期
的
に
も
問
題
な
く
、
首
肯
す
べ

き
見
解
で
あ
ろ
う
。

３

仁
王
経
書
写
と
仁
王
会

『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
、
勝
宝
五
年
三
月
庚
午
・

四
月
丙
戌
に
仁
王
会
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
正
倉
院
文
書
の
な
か
に
も
仁
王

会
関
係
の
文
書
が
比
較
的
豊
富
に
残
っ
て
お
り
、
そ
の

準
備
過
程
な
ど
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
代

の
仁
王
会
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
中
林
隆
之
氏
に
よ
っ

て
検
討
さ
れ
て
お
り
、
勝
宝
五
年
の
仁
王
会
、
お
よ
び

そ
れ
に
と
も
な
う
仁
王
経
書
写
に
関
し
て
も
詳
し
く
論

及
さ
れ
て
い
る
〔
中
林
一
九
九
九
〕。
本
目
録
で
は
、

具
体
的
な
仁
王
経
の
書
写
過
程
を
復
元
す
る
こ
と
は
中

表４ 勝宝五年の仁王会

史料番号

７

１０

十二３８８

１

３１

１２

１２

１４

１５

１６

１７

１８・１９

木簡

続紀

１９

２１

続紀

２８・木簡

３１

３６・３７

３１

２９

２９

注１ 史料番号は本目録の番号。それ以外について、十二３３８は大日古、木簡は正倉院伝世木簡、続紀は

続日本紀を参照。

注２ ２月２１日・２３日に写経所が承教・教輪に貸出した仁王経は、仁王会と無関係の可能性もある。「個

別文書の検討」を参照。

注３ ５月２５日に写経所が図書寮に貸出した仁王経は、仁王会と無関係の可能性もある。「個別文書の検

討」を参照。

内容

写経所、僧承教に仁王経を貸出（注２）

写経所、僧教輪に仁王経を貸出（注２）

仁王会司宣により、写経所が仁王経疏を仁王経会所に貸出

装�１人が仁王会の様紙をつぐ
仁王経１部が建法寺から薬師寺へ貸出

造東大寺司から用紙・筆墨支給の宣

紫微中台から用紙支給の宣

１１日～２１日まで用紙支給は継続

写経所、薬師寺から仁王経３７部を借受

呉原生人経巻注文

写経所、僧善珠から仁王経１部・疏２部を借受

仏具の安置を行おうとするものの、不受理。その後受理

東大寺から仁王経を僧綱へ送付

仁王会所が仏像などを受理

東大寺で仁王経講説、天候不順のため順延

写経所、東大寺三綱から仁王経２３巻を受取る

写経所、大安寺へ仁王経１８部を返却

仁王経講説

写経所、薬師寺に韓櫃１合を返却

写経所、薬師寺を経由し下野寺に仁王経１部を返却

布施申請

写経所、薬師寺を経由し建法寺に仁王経１部を返却

写経所、図書寮に仁王経１０部を貸出（注３）

写経所、図書寮に貸出した経典の返却を受理（注３）

日

２１

２３

２６

５

９

１１

１２

２２

２３

２５

２７

２８

２９

７

７

９

１６

２７

９

２４

２５

１７

月

２

３

４

５

６
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林
論
文
に
ゆ
ず
り
、
中
林
氏
が
検
討
さ
れ
て
い
な
い
以
下
の
論
点
に
つ
い
て
、
簡

単
に
触
れ
て
お
き
た
い
（
個
々
の
史
料
で
、
中
林
氏
と
見
解
を
異
に
す
る
場
合
は
、

「
個
別
文
書
の
検
討
」
で
触
れ
る
）。

ま
ず
、
当
年
の
仁
王
会
が
ど
の
よ
う
な
準
備
過
程
を
経
て
行
わ
れ
た
の
か
を
確

認
す
る
（
表
４
）。
表
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
二
月
後
半
か
ら
す
で
に
仁

王
経
書
写
の
準
備
は
始
ま
り
、
三
月
初
旬
に
実
質
的
な
書
写
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
四
月
半
ば
に
は
、
そ
の
書
写
を
ほ
ぼ
終
了
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
三
月
か
ら
四
月
中
旬
ま
で
急
ピ
ッ
チ
で
行
わ
れ
た
仁
王
経
書
写
で
あ
る

が
、
当
年
の
食
口
案
を
み
る
と
、
写
経
所
は
仁
王
経
書
写
に
関
す
る
報
告
を
行
っ

て
い
な
い
。
確
か
に
、
す
で
に
中
林
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
迅
速
に
書

写
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
か
、
東
大
寺
系
写
経
所
の
み
で
仁
王
経
書
写

が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
薬
師
寺
な
ど
の
写
経
所
で
も
写
経
が
行
わ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
東
大
寺
系
の
写
経
所
に
お
い
て
大
規
模
に
書

写
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
食
口
案
に
仁
王
経
書
写
関
連
の
記
事

が
な
い
こ
と
は
、
や
や
不
審
に
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
仁
王
経
書
写
に
関
し
て
は
、
臨
時
の
官
司
で
あ
る
装
束
仁
王
会
司

が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
仁
王
経
の
書
写
に
関
し
て
は
造
東
大
寺
司
が

管
轄
す
る
の
で
は
な
く
、
装
束
仁
王
会
司
が
管
理
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
東

大
寺
系
写
経
所
の
書
生
ら
に
仁
王
経
の
書
写
を
さ
せ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
指
揮

・
管
理
な
ど
は
造
東
大
寺
司
で
は
な
く
、
臨
時
に
設
置
さ
れ
た
装
束
仁
王
会
司
が

行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
造
東
大
寺
司
に
提
出
さ
れ
る
は
ず
の
食
口

案
に
、
仁
王
会
書
写
に
関
す
る
記
載
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
史
料
は
残
っ

て
い
な
い
が
、
装
束
仁
王
会
司
が
独
自
に
食
口
案
を
作
成
し
て
い
た
可
能
性
を
考

慮
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
造
東
大
寺
司
と
は
別
に
臨
時
の
官
司
が
設
置
さ
れ
た
場
合
、

写
経
生
が
一
緒
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
官
司
が
写
経
の
指
揮
や
写
経
文
書
の

掌
握
な
ど
を
、
そ
れ
ぞ
れ
別
に
処
理
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
造
東

大
寺
司
と
臨
時
官
司
の
関
係
に
つ
い
て
、
今
後
さ
ら
に
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
問
題
で
あ
ろ
う
。

四

個
別
文
書
の
検
討

〔
１
〕
食
口
案
。
五
月
分
と
十
二
月
分
が
残
存
し
て
い
な
い
。
六
月
分
は
〔
１
―

５
〕〔
１
―
６
〕
の
二
紙
が
存
在
し
て
い
る
。
食
口
案
の
詳
細
は
西
洋
子
氏
の

研
究
を
参
照
〔
西
一
九
九
六
、
一
七
六
頁
〕。

〔
２
〕
種
々
観
世
音
経
の
書
写
に
際
し
、
あ
ら
か
じ
め
必
要
な
紙
の
数
量
を
確
認

す
る
た
め
の
文
書
か
。
種
々
観
世
音
経
書
写
は
、
食
口
案
に
は
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
当
文
書
か
ら
二
月
に
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
「
間
写
経
本
納

返
帳
」（『
大
日
古
』
九
６１１
〜
６１２
）
に
よ
れ
ば
、
写
経
所
は
、
種
々
の
観
世
音
経

を
書
写
す
る
た
め
、
山
階
寺
な
ど
か
ら
経
典
を
借
り
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に

「
経
紙
出
納
帳
」（『
大
日
古
』
三
５９８
）
な
ど
に
よ
れ
ば
、
善
光
尼
師
の
宣
に
よ

り
、
二
月
二
十
四
日
に
色
紙
二
五
三
張
が
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、

当
文
書
の
記
載
と
合
致
す
る
。〔
３
〕〔
４
〕
は
〔
２
〕
の
案
文
と
推
測
さ
れ
る
。

な
お
山
下
有
美
氏
は
、
こ
の
間
写
事
業
に
先
立
ち
勘
経
が
行
わ
れ
た
と
論
じ
て

お
ら
れ
る
〔
山
下
二
〇
〇
一
、
六
五
頁
〕。

〔
５
〕
三
部
経
に
関
す
る
文
書
。
呉
原
生
人
が
三
部
経
書
写
の
進
捗
状
況
を
造
東

大
寺
司
に
知
ら
せ
る
た
め
の
文
書
か
。
三
部
経
は
食
口
案
に
み
え
な
い
が
、
二

月
七
日
の
飯
高
笠
目
の
宣
に
よ
り
開
始
。
八
日
に
写
経
紙
が
三
一
八
張
（
青

褐
）、
一
四
〇
張
（
減
紫
）
が
支
給
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
生
人
が
受
け
取
っ
て
い

る
（「
経
紙
出
納
帳
」『
大
日
古
』
三
５９７
〜
５９８
）。
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〔
６
〕
二
月
二
〇
日
、
東
大
寺
僧
智
憬
が
勝
鬘
経
を
借
り
出
す
た
め
に
写
経
所
へ

提
出
し
た
文
書
。
食
口
案
に
よ
れ
ば
、
二
月
に
写
経
所
で
勝
鬘
経
が
書
写
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
文
書
の
ほ
か
に
、〔
１１
〕〔
４２
〕〔
４５
〕

も
、
智
憬
と
写
経
所
の
あ
い
だ
で
の
経
典
奉
請
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
書

か
ら
、
山
下
有
美
氏
は
、
東
大
寺
僧
智
憬
が
写
経
・
勘
経
の
た
め
、
写
経
所
に

あ
っ
た
審
詳
経
を
頻
繁
に
借
り
出
し
て
い
た
と
論
じ
た
〔
山
下
二
〇
〇
二
、
一

四
〜
一
六
頁
〕。
智
憬
ら
は
、
教
学
研
究
や
講
説
の
た
め
に
必
要
に
応
じ
て
写

経
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
７
〕〔
１０
〕
い
ず
れ
の
文
書
も
、
東
大
寺
僧
が
仁
王
経
、
仁
王
経
疏
の
貸
し
出
し

を
造
東
大
寺
司
に
申
請
し
た
文
書
。
ど
の
よ
う
な
用
途
で
借
貸
が
あ
っ
た
か
不

明
で
あ
る
が
、
三
月
・
四
月
に
仁
王
会
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
会
に

先
立
ち
、
僧
侶
が
い
わ
ば
予
習
す
る
た
め
に
借
り
受
け
た
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
か
。
と
す
れ
ば
、
二
月
後
半
か
ら
す
で
に
仁
王
会
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
僧

侶
に
は
通
達
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

〔
９
―
１
〕
常
疏
に
関
わ
る
用
紙
申
請
解
。〔
９
―
２
〕
と
同
一
の
紙
に
記
さ
れ
て

い
る
。
年
月
日
は
未
詳
で
、『
大
日
古
』
で
は
勝
宝
三
年
に
類
収
さ
れ
て
い
る

が
、〔
８
〕
の
草
案
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
た
め
、
こ
の
文
書
も
勝
宝
五
年
の

文
書
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〔
１１
〕
三
月
六
日
、
東
大
寺
僧
智
憬
が
高
僧
伝
・
続
高
僧
伝
・
高
僧
伝
略
集
・
梁

摂
論
疏
抄
を
写
経
所
か
ら
借
り
受
け
る
た
め
に
提
出
し
た
文
書
。
文
書
奥
の
写

経
所
の
書
き
込
み
を
み
る
と
、
僧
智
憬
が
翌
七
日
に
高
僧
伝
下
巻
を
再
度
請
求

し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

な
お
こ
れ
と
は
別
に
、
高
僧
伝
な
ど
を
三
月
六
日
に
貸
し
出
し
た
こ
と
を
記

す
帳
簿
が
存
在
す
る
（「
写
書
所
経
疏
奉
請
帳
」〔『
大
日
古
』
十
二
３８９
〕
参
照
）。

こ
の
帳
簿
か
ら
、
続
高
僧
伝
三
十
巻
が
五
月
十
四
日
に
返
却
さ
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
ま
た
、
梁
摂
論
抄
四
巻
は
、〔
４２
〕
に
お
い
て
再
請
求
さ
れ
て
い
る
。

山
下
有
美
氏
は
、〔
１１
〕
に
お
い
て
梁
摂
論
抄
四
巻
が
「
実
際
に
は
貸
し
出
さ

れ
ず
（
抹
消
さ
れ
て
い
る
）」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
〔
山
下
二
〇
〇
二
、
一

六
頁
〕、〔
１１
〕
の
写
真
帳
を
見
る
限
り
、
抹
消
さ
れ
て
い
る
痕
跡
は
な
い
。
な

お
智
憬
に
関
し
て
は
、
山
下
氏
の
論
考
の
ほ
か
、
井
上
光
貞
氏
の
論
考
が
あ
る

〔
井
上
一
九
五
六
〕。

〔
１２
〕
写
経
所
に
も
た
ら
さ
れ
た
写
経
紙
数
、
お
よ
び
そ
の
紙
を
装
�
に
あ
て
た

こ
と
な
ど
を
記
録
し
た
帳
簿
。
穀
紙
は
、
三
月
九
日
の
造
東
大
寺
司
次
官
佐
伯

今
毛
人
と
判
官
大
蔵
麻
呂
の
宣
に
よ
り
支
給
が
決
定
し
、
色
紙
は
、
三
月
十
一

日
の
紫
微
中
台
飯
高
笠
目
の
宣
に
よ
り
支
給
が
決
定
し
て
い
る
。
同
じ
写
経
事

業
に
か
か
わ
ら
ず
、
宣
者
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
仁
王
経
書

写
は
、
臨
時
の
官
司
が
作
ら
れ
る
ほ
ど
大
規
模
な
書
写
事
業
で
あ
っ
た
と
同
時

に
、
複
数
の
官
司
が
複
雑
に
関
係
す
る
事
業
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

〔
１４
〕
写
経
所
が
、
薬
師
寺
か
ら
仁
王
経
三
十
七
部
な
ど
を
借
り
受
け
た
際
に
記

し
た
記
録
簿
。「
三
月
十
二
日
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
経
（
写
経
の
も
と
に

な
っ
た
経
典
）
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
な
お
異
筆
で
、
一
部
二

巻
が
四
月
二
十
七
日
に
下
野
寺
へ
返
却
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、〔
３１
―
１
〕
と
対
応
し
て
い
る
。
下
野
寺
に
関
し
て
は
、
福
山
敏
男
氏
の

見
解
を
参
照
〔
福
山
一
九
四
八
、
一
九
四
〜
一
九
八
頁
〕。

〔
１５
〕
仁
王
経
経
巻
に
関
す
る
注
文
。
年
記
載
が
な
い
た
め
、
勝
宝
五
年
で
あ
る

か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
が
、
勝
宝
四
年
十
一
月
二
十
六
日
「
山
階
寺
専
経
所
返

抄
」（『
大
日
古
』
三
５９０
〜
５９１
）
の
別
筆
か
ら
、
仁
王
経
十
部
二
十
巻
に
加
え
て

九
部
が
勝
宝
五
年
三
月
十
日
に
「
奉
出
」
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
記

載
と
当
文
書
の
記
載
が
対
応
す
る
な
ら
ば
、
当
文
書
は
勝
宝
五
年
の
文
書
で
あ

ろ
う
。
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〔
１６
〕
仁
王
経
・
仁
王
経
疏
に
関
す
る
奉
請
帳
。
写
経
所
は
、
三
月
二
十
三
日
に

興
福
寺
僧
善
珠
か
ら
仁
王
経
一
部
と
疏
二
部
を
借
り
受
け
て
お
り
、
ま
た
、
十

三
部
を
「
内
堂
」
に
貸
し
出
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
時
期
に
東
大
寺
が
「
金

光
明
寺
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
吉
川
真
司
「
東
大
寺
の
古
層
」
参

照
〔
吉
川
二
〇
〇
〇
、
一
六
頁
〕。

〔
１７
〕
仏
像
や
仏
具
な
ど
の
物
品
の
授
受
を
記
し
て
、
そ
れ
ら
が
納
め
ら
れ
て
い

る
櫃
に
貼
付
さ
れ
た
文
書
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
物
品
に
関
し
て
は
、
装
束
仁
王

会
司
牒
（
正
倉
院
伝
世
木
簡
）
に
記
し
て
あ
る
も
の
と
一
部
合
致
す
る
。
伝
世

木
簡
に
関
し
て
は
、
柳
雄
太
郎
氏
の
専
論
が
あ
る
〔
柳
一
九
七
七
〕。

〔
１８
〕〔
１９
〕
造
東
大
寺
司
か
ら
僧
綱
に
送
ら
れ
る
文
書
の
案
文
。
東
大
寺
写
経
所

で
写
し
終
わ
っ
た
仁
王
経
を
僧
綱
に
送
る
際
、
確
認
の
た
め
に
送
ら
れ
る
文
書

で
あ
ろ
う
。〔
１９
〕
の
方
が
よ
り
正
文
に
近
い
も
の
か
。
三
月
二
十
七
日
付
文

書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
月
二
十
九
日
の
仁
王
会
当
日
に
あ
わ
せ
て
写
経
所
が

僧
綱
へ
仁
王
経
を
納
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
二
行
目
の
記
載
か
ら
、

百
部
二
百
巻
を
書
写
し
た
う
ち
、
十
三
部
二
十
六
巻
は
東
大
寺
に
留
め
置
か
れ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

な
お
、〔
１９
〕
奥
の
書
き
込
み
に
「
自
三
綱
所
、
奉
請
仁
王
経
廿
三
巻
欠
上
二

巻
下
巻
一

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
十
三
部
二
十
六
巻
は
東
大
寺
三
綱
に
存
在
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
や
や
推
測
が
過
ぎ
る
が
、
こ
の
十
三
部
二
十
六
巻
が
、

〔
１６
〕
に
記
さ
れ
て
い
る
「
仁
王
経
十
三
部
内
堂
」
と
関
係
し
て
い
る
の
な
ら

ば
、
こ
こ
で
の
「
内
堂
」
は
東
大
寺
内
部
に
あ
っ
た
堂
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
大
平
聡
氏
は
「
内
堂
」
を
「
内
裏
の
一
郭
」
の
「
仏
教
施
設
な
い
し
は

仏
教
専
用
の
空
間
」
と
考
え
て
お
ら
れ
る
〔
大
平
一
九
九
三
、
二
三
頁
〕。
確

か
に
、
大
平
氏
の
理
解
で
整
合
的
に
解
釈
で
き
る
史
料
も
多
い
が
、
天
平
宝
字

七
年
五
月
二
十
五
日
「
奉
写
御
執
経
所
請
経
文
」（『
大
日
古
』
五
４４２
〜
４４３
）
に

は
、「
東
寺
内
堂
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
大
寺
に
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
「
内
堂
」
を
、
す
べ
て
同
一
の
場
所
と
考
え
る
必
要
は

な
い
と
思
う
。
後
掲
〔
２９
〕
で
の
検
討
も
参
照
。

〔
２０
〕「
三
巻
抄
一
部
三
巻
」
を
四
名
の
経
師
が
書
写
し
た
こ
と
を
、
上
馬
養
が
報

告
し
た
文
書
。
こ
の
経
巻
は
、「
上
毛
野
」
の
宣
に
よ
り
書
写
さ
れ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
三
月
の
食
口
案
を
み
て
み
る
と
、「
十
六
人
写
上
毛
判
官
書
」
と

あ
る
。
時
期
的
に
も
矛
盾
が
な
い
た
め
、
こ
の
文
書
は
、
三
月
の
食
口
案
の
記

載
と
対
応
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。

〔
２１
〕
大
安
寺
が
、
仁
王
経
お
よ
び
嚢
が
返
却
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
そ
の
確
認

の
た
め
に
東
大
寺
側
へ
発
給
し
た
文
書
。

〔
２４
〕
法
華
経
十
六
部
・
無
量
義
経
十
六
巻
の
授
受
に
関
す
る
文
書
。
こ
の
経
典

の
書
写
は
、
三
月
十
五
日
善
心
尼
師
の
宣
に
よ
り
開
始
さ
れ
、
四
月
に
書
写
が

大
規
模
に
行
わ
れ
て
い
る
。
書
写
終
了
し
た
経
典
を
写
経
所
か
ら
受
け
取
っ
た

造
東
大
寺
司
が
、
そ
の
受
け
取
り
を
確
認
す
る
た
め
に
写
経
所
へ
発
給
し
た
文

書
で
あ
ろ
う
。
な
お
、『
大
日
古
』
で
は
二
行
目
に
「
奉
請
法
華
経
十
部
」
と

あ
る
が
、
擦
り
消
し
た
う
え
で
「
十
部
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

〔
２５
〕
こ
の
文
書
は
、
次
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
と
推
測
す
る
。
当
初
、
造
東
大

寺
司
か
ら
装
束
仁
王
会
司
に
発
給
す
る
文
書
と
し
て
書
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
が
、
な
ん
ら
か
の
事
情
で
一
行
の
み
の
記
述
後
、
反
故
と
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
法
華
経
事
業
の
布
施
申
請
解
の
下
書
き
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
さ
ら
に

そ
の
紙
背
は
再
利
用
さ
れ
、
七
月
分
の
食
口
案
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
考
え
る
。

こ
の
文
書
は
、『
大
日
古
』
に
は
天
平
勝
宝
三
年
に
類
収
さ
れ
て
い
る
が
、
以

上
の
検
討
に
よ
り
、
装
束
仁
王
会
司
が
成
立
し
て
か
ら
、
七
月
の
食
口
案
が
作

成
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
に
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
事
実
、
勝
宝
五
年
四
月

に
法
華
経
が
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
当
年
度
食
口
案
か
ら
知
ら
れ
る
。
よ
っ
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て
、
こ
の
文
書
は
天
平
勝
宝
五
年
四
月
〜
六
月
ご
ろ
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
よ
う
。

〔
２６
〕
年
月
日
未
詳
。
内
容
か
ら
、
布
施
申
請
解
案
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
２５
〕
と
比
較
す
る
と
、
布
施
額
が
同
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
書
も
、

勝
宝
五
年
の
法
華
経
事
業
の
際
に
お
け
る
布
施
申
請
解
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
当
文
書
の
作
成
時
期
も
、〔
２５
〕
と
同
様
と
考
え
て
お
く
。
な

お
、
紙
背
は
「
呉
原
生
人
布
施
注
文
」
で
あ
る
が
、
年
が
未
詳
で
あ
る
た
め
、

紙
背
か
ら
年
代
を
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

〔
２７
〕
僧
教
輪
が
楞
枷
経
疏
第
九
巻
か
ら
第
十
二
巻
ま
で
、
合
計
四
巻
の
借
り
受

け
を
写
経
所
に
求
め
た
文
書
。
そ
の
後
、
別
筆
で
「
第
十
二
巻
未
返
」
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
借
り
受
け
た
後
の
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
教
輪
は
、
三
巻

を
返
却
し
な
が
ら
一
巻
の
み
返
却
し
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、

僧
智
憬
が
経
巻
返
送
の
た
め
に
写
経
所
へ
送
っ
た
文
書
〔
４５
〕
を
み
て
み
る
と
、

楞
枷
経
疏
三
巻
を
返
却
し
て
い
る
も
の
の
、
一
巻
を
返
却
し
て
い
な
い
こ
と
が

理
解
で
き
る
。
そ
の
理
由
は
「
教
輪
師
、
経
を
講
ず
る
為
に
見
始
め
ら
れ
、
未

だ
了
ら
ず
。
今
日
、
送
り
奉
ら
ず
」
と
あ
る
。〔
４５
〕
と
〔
２７
〕
の
楞
枷
経
疏

は
、
同
一
の
も
の
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
教
輪
と
智
憬
の
関
係
に
つ

い
て
は
、
山
下
氏
の
論
考
を
参
照
〔
山
下
二
〇
〇
二
、
一
一
〜
一
六
頁
〕。

〔
２８
〕
写
経
所
が
、
経
櫃
と
敷
布
を
薬
師
寺
に
返
却
し
た
と
き
の
確
認
文
書
。
装

束
仁
王
会
司
牒
（
正
倉
院
伝
世
木
簡
）
に
も
、
こ
れ
ら
の
物
品
が
四
月
十
六
日

に
返
却
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

〔
２９
〕
勝
宝
五
年
四
月
か
ら
六
月
に
お
け
る
経
典
出
入
帳
簿
。
内
裏
や
図
書
寮
に

貸
し
出
し
た
経
典
を
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
宮
一
切
経
」「
一
切
経

机
」
と
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
帳
簿
で
記
さ
れ
て
い
る
経
典
の

多
く
は
五
月
一
日
経
と
関
係
が
深
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
す
べ
て
が
五

月
一
日
経
と
関
係
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
「
仁
王
経
十

部
廿
巻
」
は
「
内
堂
経
」
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
仁
王
会
の
た
め
に
書
写
さ
れ

た
仁
王
経
と
関
わ
る
経
典
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
こ
こ
で
の
「
内
堂

経
」
は
、
東
大
寺
写
経
所
が
管
理
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
帳
簿
は
、
帳
簿
形
式
の
記
載
の
あ
い
だ
に
、
文
書
の
案
文
が
挟
み
こ
ま

れ
て
い
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
四
月
十
六
日
、
十
八
日
、
二

十
日
、
五
月
三
日
、
十
一
日
に
内
裏
へ
奉
請
し
た
経
典
が
帳
簿
の
か
た
ち
で
記

さ
れ
て
い
る
が
、
五
月
十
三
日
に
図
書
寮
に
奉
請
し
た
観
世
音
経
の
み
は
、
造

東
大
寺
司
牒
の
案
文
が
貼
り
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
牒
の
奥
に
は
、
五
月
二
十

五
日
に
図
書
寮
へ
仁
王
経
十
部
を
貸
し
出
し
た
記
載
が
あ
り
、
再
び
帳
簿
形
式

の
記
載
に
戻
る
。

〔
３１
〕
薬
師
寺
三
綱
か
ら
装
束
仁
王
会
司
に
も
た
ら
さ
れ
た
牒
の
継
文
。
二
つ
の

牒
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
貸
し
出
し
た
仁
王
経
の
返
却
を
申
請

し
た
も
の
で
あ
り
、
写
経
所
・
造
東
大
寺
司
の
判
が
あ
る
。
な
お
〔
３１
―
２
〕

に
お
い
て
、
写
経
所
の
判
が
先
、
造
東
大
寺
司
の
判
が
後
に
あ
る
の
は
不
審
で

あ
る
が
、
写
経
所
判
が
、
牒
と
造
東
大
寺
司
判
と
の
あ
い
だ
に
記
さ
れ
た
と
考

え
て
お
く
。「
建
法
寺
」
と
「
殖
槻
寺
」
は
同
じ
寺
を
指
す
〔
福
山
一
九
四
八
、

二
二
一
〜
二
二
九
頁
〕。
こ
れ
ら
以
外
の
仁
王
経
が
薬
師
寺
に
返
却
さ
れ
た
の

か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、「
自
所
々
請
来
経
帳
」（『
大
日
古
』
十
二
２９１
）

に
よ
る
と
、
勝
宝
八
歳
の
段
階
で
仁
王
経
三
十
三
部
六
十
六
巻
が
、
東
大
寺
写

経
所
に
留
め
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、〔
１４
〕
で
み
た

よ
う
に
、
薬
師
寺
か
ら
は
三
十
七
部
の
本
経
と
し
て
借
り
受
け
て
い
た
が
、
当

文
書
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
数
部
は
返
却
さ
れ
た
も
の
の
、
三
十
三
部
は
東
大

寺
に
残
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
３２
〕
陀
羅
尼
集
経
な
ど
が
紫
微
中
台
十
一
面
悔
過
所
か
ら
写
経
所
へ
返
却
さ
れ
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た
際
、
確
認
の
た
め
記
さ
れ
た
文
書
。
帳
簿
の
一
部
が
は
が
し
と
ら
れ
た
可
能

性
も
あ
る
か
。「
経
疏
出
納
帳
」〔
５９
―
２
―
１
〕
に
よ
れ
ば
、「
陀
羅
尼
集
経

一
部
十
二
巻
」
が
、
二
月
一
日
に
貸
し
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な

お
、
十
一
面
悔
過
所
に
つ
い
て
は
、
堀
池
春
峰
氏
ら
の
論
考
が
あ
る
〔
堀
池
一

九
七
九
〕。

〔
３３
〕
こ
の
文
書
の
み
か
ら
で
は
、
藤
原
仲
麻
呂
の
宣
に
よ
り
写
経
所
に
経
巻
借

受
を
求
め
る
文
書
と
し
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
文
書
と
〔
２９
―
１
〕
の

記
載
が
対
応
す
る
た
め
、〔
３３
〕
が
内
裏
か
ら
の
文
書
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、

さ
ら
に
勝
宝
五
年
と
推
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
３５
〕
東
大
寺
が
内
裏
へ
貸
し
出
し
て
い
た
経
巻
に
関
す
る
文
書
で
、
具
体
的
な

経
巻
の
目
録
で
も
あ
る
。
二
三
九
七
巻
を
東
大
寺
に
返
却
し
、
二
八
三
巻
を
内

裏
に
留
め
置
く
こ
と
を
記
し
た
も
の
。
こ
の
文
書
な
ど
か
ら
、
山
下
有
美
氏
は
、

五
月
一
日
経
の
多
く
は
勝
宝
五
年
の
正
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
内
裏
へ
貸
し
出

さ
れ
て
お
り
、
五
月
七
日
に
大
部
分
が
返
却
さ
れ
た
と
考
え
て
お
ら
れ
る
〔
山

下
二
〇
〇
一
、
六
一
〜
六
二
頁
〕。
な
お
山
下
氏
は
別
の
論
考
で
、
勝
宝
五
年

に
五
月
一
日
経
が
東
大
寺
大
仏
に
奉
納
さ
れ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
〔
山
下
一

九
九
九
、
四
三
三
頁
〕。
内
裏
に
大
部
分
を
貸
し
出
し
た
ま
ま
、
五
月
一
日
経

を
奉
納
す
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
山
下
氏
は
、
よ
り
正
確
に
は
勝
宝
五
年

五�

月�

七�

日�

以�

降�

に
奉
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

〔
３６
〕〔
３７
〕
い
ず
れ
も
仁
王
経
書
写
事
業
に
お
け
る
布
施
申
請
解
。
両
者
と
も
に

草
案
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
存
し
て
い
る
文
書
に
は
書
き
出
し
が
記
さ

れ
て
い
な
い
が
、
布
施
申
請
解
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
通
常
で
あ
れ
ば
文
書
名
を

「
写
経
所
解
案
」
と
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
布
施
申

請
解
は
仁
王
経
書
写
事
業
に
お
け
る
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
臨

時
に
設
置
さ
れ
た
装
束
仁
王
会
司
な
ど
か
ら
提
出
さ
れ
る
文
書
案
で
あ
る
可
能

性
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
目
録
で
は
、「
写
経
所
（
？
）
解

案
」
と
し
た
。

〔
３８
〕
造
東
大
寺
司
か
ら
写
経
所
へ
紙
や
軸
な
ど
が
充
て
ら
れ
た
と
き
、
発
給
さ

れ
た
文
書
の
継
文
。
勝
宝
五
年
六
月
九
日
か
ら
七
歳
八
月
二
十
九
日
ま
で
、
計

三
十
九
通
の
文
書
が
継
が
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
継
文
は
主
に
続
々
修
三
十
七

巻
七
帙
に
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、〔
３８
―
３３
〕
以
降
の
七
通
は
、
続
修
な
ど
に

収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
七
通
は
、
お
そ
ら
く
紙
背
文
書
の
優
婆
塞
貢
進
文
を

続
修
な
ど
に
収
載
す
る
た
め
、
は
が
し
と
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
３８
―
７
〕
い
ず
れ
の
写
経
事
業
に
お
け
る
充
紙
文
で
あ
る
か
、
文
書
に
は
記
載

さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
充
紙
の
時
期
が
十
月
四
日
で
あ
る
こ
と
、
料
紙
が

敷
金
減
紫
紙
で
あ
る
こ
と
の
二
点
か
ら
、
宝
星
陀
羅
尼
経
で
あ
る
と
推
測
さ
れ

る
。
同
様
の
理
由
か
ら
、〔
３８
―
８
〕
も
孝
謙
御
願
経
で
あ
る
と
推
測
し
た
。

〔
３９
〕
十
部
観
世
音
経
の
経
典
目
録
。
経
典
が
記
さ
れ
た
部
分
の
下
部
に
、
そ
の

経
典
を
書
写
す
る
の
に
使
用
さ
れ
た
と
思
し
き
紙
数
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
食

口
案
に
よ
れ
ば
、
こ
の
間
写
は
七
月
中
に
終
了
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
書
写
を

終
え
た
の
ち
、
�
本
経
を
返
却
す
る
た
め
に
記
さ
れ
た
目
録
、
�
書
写
終
了
し

た
経
典
を
納
品
す
る
た
め
に
記
さ
れ
た
確
認
目
録
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
推
測

さ
れ
る
。〔
４０
〕
は
〔
３９
〕
の
案
文
か
。

〔
４３
〕
楞
枷
経
を
岡
本
院
に
返
却
す
る
に
際
し
て
発
さ
れ
た
文
書
の
案
文
と
推
測

さ
れ
る
。
二
月
七
日
の
飯
高
笠
目
の
宣
に
よ
り
、
楞
枷
経
の
書
写
が
行
わ
れ
て

い
る
（「
経
紙
并
軸
緒
納
帳
」『
大
日
古
』
十
二
３３７
）。
こ
の
間
写
事
業
と
当
文

書
は
関
係
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

〔
４４
〕
勝
宝
五
年
か
ら
六
年
ま
で
の
間
写
に
お
け
る
料
紙
の
用
残
を
記
し
た
帳
簿
。

経
典
は
、
弥
勒
・
薬
師
経
、
法
華
経
、
解
深
密
経
、
理
趣
経
、
金
光
明
経
、
楞

枷
経
（
以
上
五
年
）、
梵
網
経
、
法
華
・
雑
七
部
経
、
最
勝
王
・
仁
王
経
、
十
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輪
経
、
宝
星
陀
羅
尼
経
、
六
十
華
厳
経
、
大
般
若
・
華
厳
経
、
陀
羅
尼
集
経
、

梵
網
経
、
法
華
経
（
以
上
六
年
）
で
あ
る
。

〔
４６
〕〔
４７
〕
善
珠
が
、
十
地
論
、
十
地
論
疏
、
華
厳
論
、
華
厳
伝
の
借
り
受
け
を

造
東
大
寺
司
に
要
求
し
た
文
書
。
こ
の
文
書
は
、
そ
の
内
容
・
現
状
か
ら
、
動

き
が
よ
く
わ
か
る
文
書
で
あ
る
。
ま
ず
文
書
の
奥
に
は
、
造
東
大
寺
司
主
典
阿

刀
酒
主
が
写
経
所
に
向
け
て
文
言
を
記
し
、
善
珠
に
経
典
を
貸
し
出
す
よ
う
に

命
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
奥
に
、
呉
原
生
人
は
、
経
典
を
貸
し
出
し
た
こ
と

を
記
し
て
い
る
。
以
上
の
記
載
か
ら
、
こ
の
文
書
は
、
善
珠
↓
造
東
大
寺
司
↓

写
経
所
と
移
動
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
文
書
の
現
状
観
察
に

よ
る
と
、「
平
ら
な
も
の
に
貼
り
付
け
た
際
の
糊
痕
」
が
あ
る
ら
し
い
〔
宮
内

庁
正
倉
院
事
務
所
一
九
九
三
、
八
一
頁
〕。
お
そ
ら
く
写
経
所
が
、
善
珠
に
貸

し
出
す
た
め
に
用
意
し
た
経
典
の
櫃
に
こ
の
文
書
を
貼
り
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
こ
の
文
書
は
、
善
珠
か
ら
経
典
が
返
却
さ
れ
た
際
に
は
が
し
取
ら
れ
、

正
倉
院
文
書
と
し
て
残
存
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
呉
原
生
人
は
別
の
文

書
を
用
い
て
経
典
を
貸
し
出
し
た
事
実
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
文
書
が
〔
４７
〕

で
あ
る
。

〔
５１
〕〔
５２
〕
そ
れ
ぞ
れ
、
七
部
経
・
六
十
華
厳
経
の
布
施
申
請
解
。
別
々
の
写
経

事
業
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
日
付
の
文
書
で
あ
る
点
は
興
味
深
い
。
な
お
、
こ

の
時
期
の
華
厳
経
書
写
に
関
し
て
は
、
佐
々
田
悠
氏
の
検
討
が
あ
る
〔
佐
々
田

二
〇
〇
四
ｂ
〕。

〔
５３
〕
良
弁
が
陀
羅
尼
集
経
の
返
却
を
写
経
所
に
申
請
し
た
文
書
。
食
口
案
か
ら
、

十
一
月
に
陀
羅
尼
集
経
が
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
陀
羅
尼
集
経

を
写
経
す
る
べ
く
、
写
経
所
が
良
弁
か
ら
経
典
を
借
り
受
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

〔
５４
〕
間
写
事
業
に
お
い
て
、
書
写
さ
れ
た
経
巻
に
装
丁
を
施
す
際
に
用
い
ら
れ

る
色
紙
の
用
残
帳
。
写
経
事
業
は
、
最
勝
王
経
・
仁
王
経
、
法
華
品
四
篇
、
最

勝
王
経
、
十
二
仏
明
経
・
華
厳
脩
慈
、
�
音
声
陀
羅
尼
経
、
法
華
経
・
理
趣
経
、

薬
師
経
・
弥
勒
経
、
八
巻
金
光
明
経
、
十
輪
経
、
法
華
経
、
解
深
蜜
経
、
理
趣

経
、
楞
枷
経
、
最
勝
王
経
・
仁
王
経
、
宝
星
陀
羅
尼
経
、
梵
網
経
、
六
十
華
厳

経
で
あ
る
。

〔
５５
〕
当
文
書
は
年
月
日
記
載
が
な
く
、
い
つ
作
成
さ
れ
た
文
書
か
不
明
で
あ
る
。

記
さ
れ
た
人
名
に
対
応
す
る
位
階
の
記
載
か
ら
、
天
平
勝
宝
年
間
で
あ
る
こ
と

を
推
定
で
き
る
も
の
の
、
具
体
的
な
年
ま
で
は
判
明
し
な
い
。『
大
日
古
』
で

は
天
平
勝
宝
二
年
に
類
収
さ
れ
て
い
る
。

〔
５６
〕
〜
〔
５８
〕
年
月
日
記
載
の
な
い
文
書
。
年
月
日
を
推
定
す
る
手
が
か
り
は

ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
ひ
と
ま
ず
『
大
日
古
』
編
者
に
従
い
、
こ
の
勝
宝
五
年

の
目
録
に
収
め
る
。

〔
５９
〕
天
平
二
十
年
か
ら
勝
宝
七
年
ま
で
の
経
巻
出
入
検
注
帳
。
本
来
な
ら
ば
天

平
二
十
年
目
録
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
勝
宝
年
間
の
記
載
が
多
い
た

め
、
こ
こ
で
取
り
扱
う
。
紙
背
は
宝
亀
三
年
に
奉
写
一
切
経
所
で
作
成
さ
れ
た

経
巻
目
録
。
こ
の
帳
簿
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
杉
本
一
樹
氏
に
よ
る
観
察
・
報

告
が
あ
り
〔
杉
本
一
九
九
二
〕、
さ
ら
に
近
年
編
纂
所
目
録
に
よ
り
塵
芥
文
書

の
接
続
状
態
が
公
表
さ
れ
た
。
杉
本
氏
の
分
類
す
る
と
こ
ろ
の
Ｘ
と
Ｙ
は
既
に

佐
々
田
氏
に
よ
っ
て
目
録
化
さ
れ
て
い
る
〔
佐
々
田
二
〇
〇
四
ａ
〕。
そ
こ
で

本
目
録
で
は
、
Ｚ
を
扱
う
。
接
続
の
状
態
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一
樹
氏
の
観
察

・
報
告
、
お
よ
び
編
纂
所
目
録
に
依
拠
し
て
い
る
。

〔
５９
―
１
―
８
〕
塵
芥
二
十
四
巻
�
裏
に
未
収
文
言
が
あ
る
。
杉
本
氏
は
、
こ
の

文
言
を
�
と
は
別
紙
に
書
か
れ
て
い
る
と
観
察
さ
れ
た
が
、
編
纂
所
目
録
に
よ

る
と
同
一
紙
に
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。
写
真
帳
で
は
判
断
し
に
く
い
た
め
、

こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
編
纂
所
目
録
に
従
う
。

〔
５９
―
２
―
１
〕
編
纂
所
目
録
に
よ
れ
ば
、
塵
芥
二
十
八
巻
�
・
�
・
�
裏
の
あ
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い
だ
に
白
紙
が
挟
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
�
と
�
、
�
と
�
共
に
表
裏
接
続

す
る
よ
う
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
帳
簿
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
し
た
。

〔
５９
―
２
―
６
〕〔
５９
―
２
―
７
〕
藤
原
仲
麻
呂
家
が
作
成
し
た
、
経
典
を
借
り
出

す
た
め
の
文
書
。
栄
原
永
遠
男
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
仲
麻
呂
家
で
は
一

切
経
論
疏
を
中
心
に
写
経
を
行
う
た
め
、
五
月
一
日
経
を
借
り
受
け
て
い
る
と

推
定
さ
れ
て
い
る
〔
栄
原
一
九
九
九
〕。

〔
５９
―
２
―
８
〕
大
修
多
羅
衆
が
写
経
所
に
経
典
の
借
り
受
け
を
求
め
た
文
書
。

文
書
の
奥
に
造
東
大
寺
司
の
判
が
あ
る
。
さ
ら
に
写
経
所
は
そ
の
奥
を
二
次
利

用
し
て
、
瑜
伽
論
抄
記
な
ど
の
出
入
検
注
を
記
載
し
て
い
る
。

〔
５９
―
２
―
１１
〕〔
５９
―
２
―
１２
〕
塵
芥
三
十
巻
�
〈
１
〉
裏
、
�
〈
４
〉
裏
。
杉

本
氏
は
、
こ
の
二
紙
を
一
連
の
帳
簿
と
し
て
考
え
て
お
ら
れ
る
が
、
編
纂
所
目

録
に
よ
る
と
、
あ
い
だ
に
白
紙
が
は
さ
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
あ

い
だ
に
な
ん
ら
か
の
別
帳
簿
が
存
在
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず

編
纂
所
目
録
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
を
分
け
て
、
文
書
番
号
を
付
す
こ
と
と
し
た
。

〔
５９
―
３
―
３
〕
塵
芥
二
十
八
巻
�
〈
３
〉
裏
は
、
杉
本
氏
の
観
察
に
よ
れ
ば
三

紙
に
分
割
で
き
る
よ
う
で
あ
る
が
、
編
纂
所
目
録
に
よ
る
と
一
紙
と
観
察
で
き

る
よ
う
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
編
纂
所
目
録
に
従
う
。

〔
６０
〕
〜
〔
７３
〕
一
切
経
（
五
月
一
日
経
か
？
）
の
経
巻
目
録
。
年
月
日
を
推
定

す
る
手
が
か
り
は
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
ひ
と
ま
ず
『
大
日
古
』
編
者
に
従
い
、

こ
の
勝
宝
五
年
の
目
録
に
収
め
る
。

〔
７１
〕
左
右
は
直
接
貼
り
継
が
れ
て
い
る
。
左
文
書
は
勝
宝
三
年
六
月
九
日
「
写

書
所
解
」（『
大
日
古
』
十
二
６
〜
７
）、
右
文
書
は
勝
宝
三
年
五
月
二
十
一
日

「
写
書
所
解
」（『
大
日
古
』
十
一
５５５
〜
５５６
）。

〔
７５
〕
紙
背
文
書
は
、
天
平
十
六
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
勝
宝
五
年
十
一
月
二
十

五
日
ま
で
の
筆
墨
申
請
解
案
で
あ
る
（『
大
日
古
』
八
４６７
〜
４８６
）。〔
７５
〕
に
該

当
す
る
部
分
の
紙
背
に
は
、
勝
宝
二
年
二
月
十
八
日
か
ら
勝
宝
三
年
五
月
十
六

日
ま
で
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、〔
７５
〕
は
、
勝
宝
二
年
二
月
十
八

日
以
前
に
作
成
さ
れ
、
反
故
と
な
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

〔
７７
〕
前
半
部
分
が
存
在
し
な
い
た
め
、
詳
し
い
内
容
が
わ
か
ら
な
い
文
書
で
あ

る
が
、
東
大
寺
僧
智
憬
が
勝
鬘
経
宝
窟
一
部
な
ど
を
借
り
受
け
よ
う
と
し
て
写

経
所
に
提
出
し
た
文
書
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
文
書
に
は
年
月
が
記
さ
れ
て
お

ら
ず
、『
大
日
古
』
編
者
は
勝
宝
五
年
の
部
分
に
類
収
し
て
い
る
。
し
か
し
、

紙
背
が
天
平
二
十
年
八
月
に
記
さ
れ
た
帳
簿
で
あ
り
、
僧
智
憬
啓
が
一
次
文
書
、

帳
簿
が
二
次
文
書
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
啓
が
天
平
二
十
年
八
月
ま

で
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
判
明
す
る
。
事
実
智
憬
は
、
天
平
十
九
年
や

天
平
二
十
年
ご
ろ
に
も
請
経
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
天
平
二
十
年
頃
の
文

書
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

五

お
わ
り
に

以
上
、
天
平
勝
宝
五
年
の
写
経
機
関
関
係
文
書
を
目
録
化
し
、
ま
た
必
要
が
あ

れ
ば
簡
単
に
検
討
し
て
き
た
。
ほ
と
ん
ど
は
先
学
に
依
拠
し
な
が
ら
文
書
を
検
討

し
て
き
た
が
、
造
東
大
寺
司
と
臨
時
に
設
置
さ
れ
た
官
司
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

お
よ
び
、
正
倉
院
文
書
に
み
ら
れ
る
「
内
堂
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な

る
見
解
を
提
示
し
た
。
た
だ
し
、
本
目
録
の
性
格
上
、
詳
細
な
論
証
を
行
わ
ず
、

示
唆
す
る
に
と
ど
め
て
し
ま
っ
た
。
今
後
機
会
が
あ
れ
ば
、
丁
寧
に
論
証
し
、
公

表
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

仏
教
的
な
知
識
の
欠
如
の
た
め
、
同
一
の
写
経
事
業
を
別
個
の
写
経
事
業
と
考

え
た
可
能
性
や
、
勝
宝
五
年
に
行
わ
れ
て
い
る
写
経
事
業
を
見
落
と
し
て
し
ま
っ

て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
脱
漏
な
き
よ
う
努
め
た
も
の
の
、
目
録
に
採
択
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す
べ
き
勝
宝
五
年
の
文
書
が
潜
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
諸
賢
の
御
寛
恕
を
乞

う
と
と
も
に
、
御
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

〔
参
考
文
献
〕

飯
田
剛
彦
「
正
倉
院
事
務
所
所
蔵
『
正
倉
院
御
物
目
録

十
二
（
未
修
古
文
書
目

録
）』」（
一
）
〜
（
三
）『
正
倉
院
紀
要
』
二
三
〜
二
五
、
二
〇
〇
一
〜
二
〇

〇
三
年

井
上
光
貞
『
著
作
集
７

日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
五

年
、
初
出
一
九
六
一
年

遠
藤
慶
太
「
中
宮
の
追
福
」『
正
倉
院
文
書
研
究
』
七
、
二
〇
〇
一
年

大
平
聡
「
五
月
一
日
経
の
勘
経
と
内
裏
・
法
華
寺
」『
宮
城
学
院
女
子
大
学
キ
リ

ス
ト
教
文
化
研
究
所
研
究
年
報
』
二
六
、
一
九
九
三
年

宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
編
『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
六

続
修

巻
二
六
〜
五

〇
』
八
木
書
店
、
一
九
九
三
年

栄
原
永
遠
男
「
藤
原
仲
麻
呂
家
に
お
け
る
写
経
事
業
」『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内

裏
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
九
九
年

佐
々
田
悠
「
正
倉
院
文
書
写
経
機
関
関
係
文
書
編
年
目
録
―
天
平
勝
宝
六
年
よ
り

天
平
宝
字
元
年
ま
で
―
」『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
八
、
二
〇

〇
四
年
ａ

佐
々
田
悠
「
天
平
勝
宝
五
・
六
年
の
華
厳
経
書
写
と
外
嶋
院
」『
正
倉
院
文
書
論

集
』
青
史
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
初
出
二
〇
〇
四
年
ｂ

杉
本
一
樹
「
宝
亀
年
間
「
奉
写
大
小
乗
経
律
論
目
録
」
と
一
次
文
書
の
復
原
」

『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
一
年
、初
出
一
九
九
二
年

高
田
淳
「
五
月
一
日
経
（
写
疏
）
に
つ
い
て
」
第
一
五
回
正
倉
院
文
書
研
究
会
研

究
報
告
、
一
九
九
八
年

中
林
隆
之
「
日
本
古
代
の
仁
王
会
」『
正
倉
院
文
書
研
究
』
六
、
一
九
九
九
年

西
洋
子
「
食
口
案
の
復
原
（
１
）」『
正
倉
院
文
書
研
究
』
四
、
一
九
九
六
年

福
山
敏
男
『
奈
良
朝
寺
院
の
研
究
』
高
桐
書
院
、
一
九
四
八
年

堀
池
春
峰
「
二
月
堂
修
二
会
と
観
音
信
仰
」『
南
都
仏
教
史
の
研
究

上

東
大

寺
篇
』
法
蔵
館
、
一
九
八
〇
年
、
初
出
一
九
七
九
年

皆
川
完
一
「
光
明
皇
后
願
経
五
月
一
日
経
の
書
写
に
つ
い
て
」『
日
本
古
文
書
学

論
集

３

古
代
�
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
、
初
出
一
九
六
二
年

柳
雄
太
郎
「
正
倉
院
伝
世
の
仁
王
会
関
係
木
簡
」『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』
三
二
一
、

一
九
七
七
年

山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年

山
下
有
美
「
嶋
院
に
お
け
る
勘
経
と
写
経
」『
正
倉
院
文
書
研
究
』
七
、
二
〇
〇

一
年

山
下
有
美
「
東
大
寺
の
花
厳
衆
と
六
宗
」『
正
倉
院
文
書
研
究
』
八
、
二
〇
〇
二

年

吉
川
真
司
「
東
大
寺
の
古
層
」『
南
都
仏
教
』
七
八
、
二
〇
〇
〇
年
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備 考大 日 古 文書の所在 次 他の利用

各文書参照

右下に付箋「卅ノ四」。未

修目録６９１「壱巻二枚」

左下に付箋「廿一帙二巻」。

未修目録４０９「一枚」

右下に付箋「二」、左下に

「四十三ノ五」。未修目録

１０７８「一枚」

右下に付箋「一」、左下に

「四十三ノ五」。未修目録

１０７７「一枚」

右下に付箋「五」「十一ノ」。

未修目録１３５？「二枚」

右下に付箋「七」、左下に

「廿帙五巻」。未修目録３５４

「一枚」

右下に付箋「卅ノ四」「四」。

未修目録８４５（３２－１４）「一

枚」

未 修 目 録８７４（３４－７）？

「二枚」

右下に付箋「□□」「廿九

帙之内／廿五ノ九」

１２－４１５

１２－４０５～４０７

１２－３９９～４０１

１２－３９７～３９９

２５－６０

３－６３４～６３６

３－５０３～５０４、

６２８～６２９

２５－６２～６４

１２－４１５～４１６

１２－４１９～４２０

１２－４１８～４１９

１２－４０３～４０５

１２－３９５～３９７

１２－４０９～４１０

１２－４１３～４１４

１２－４０７～４０８

１２－４０１～４０３

１２－４１１～４１３

３－６１９～６２１ Z３０�

ZZ３７－９〈２６〉

ZZ３８－４〈７〉

ZZ１３－５〈１０〉

ZK２５�裏

ZZ３８－４〈５〉

ZZ２－１１〈６〉〈５〉裏

拾遺１３

ZZ３８－４〈９〉

ZB３０��

ZZ３８－４〈４〉

ZZ１６－７〈１７〉

ZZ１６－７〈１０〉

ZZ３８－４〈２〉

ZZ３８－４〈１〉

ZZ３８－４〈６〉

ZZ１４－５〈９〉

ZZ１４－７〈２３〉〈２４〉

ZZ３８－４〈３〉

１

１

１

２

１

１

１

２

１

１

１

１

１

２

１

１

１

２

２

紙背は２５

紙背に「律一帙十巻」（未

収）

封あり

紙背は３７

紙背は勝宝二年四月二十

一日まで「一切経散帳」

（１１－２２３～２２７）

奥に「一切経散帳案」（未

収）。紙背は勝宝二年八月

一日まで「一切経散帳」

（１１－３５５～３５９）

紙背は５５

写書所（→造東大寺司）

作成／発信→受信

僧承教→造東大寺司→写

経所

僧智憬→造東大寺司→写

経所

（写経所→造東大寺司）

写書所（→造東大寺司）

写経所

写書所（→造東大寺司）

写書所（→造東大寺司）

写経所

写書所（→造東大寺司）

写経所

写書所（→造東大寺司）

写書所（→造東大寺司）

写書所（→造東大寺司）

写書所（→造東大寺司）

写書所（→造東大寺司）

写書所（→造東大寺司）

写書所（→造東大寺司）

写書所（→造東大寺司）

写書所（→造東大寺司）
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文書番号

１

文 書 名

写書所食口案 勝宝５．１．３０

年 月 日 期間／作成

～１１．２９

写経事業

表１・２・３を参照

文書機能

食口案

６

９

１－１０

１－５

７

１－４

１－１

１－６

１－９

２

１－８

４

５

１－１１

８

１－２

１－７

１－３

３

写書所解案

写書所解案

写書所解案

種々観世音経用紙注

文断簡

写経用紙受取確認文

案

写書所解案

写書所解案

種々観世音経用紙注

文

写書所解案

写書所解案

僧承教啓

写書所解案

写書所解案

写書所解案

写書所解案継文

僧智憬啓

種々観世音経用紙注

文案

写書所解案

写書所解案

勝宝５．２．２０

勝宝５．１０．３０

勝宝５．４．２９

勝宝５．６．２０

勝宝５．９．２０

（勝宝５．２．２２）

勝宝５．２．２１

勝宝５．１．３０

勝宝５．８．２９

勝宝５．２．１１

勝宝５．３．２１

勝宝５．２．２２

勝宝５．６．２０

勝宝５．２．２０

（勝宝５）

勝宝５．１１．２９

勝宝５．２．２９

勝宝５．７．２９

（勝宝５）

作成

作成

作成

作成

作成

作成

～６．２１

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

表１・２・３を参照

三部経（間写E）

表１・２・３を参照

表１・２・３を参照

表１・２・３を参照

種々観世音経（間写

I）

表１・２・３を参照

常疏

表１・２・３を参照

種々観世音経（間写

I）

表１・２・３を参照

種々観世音経（間写

I）？

表１・２・３を参照

勝鬘経（審詳経？）

仁王経（間写K）

表１・２・３を参照

表１・２・３を参照

表１・２・３を参照

常疏

食口案

食口案

経巻借受申請

経巻貸出申請

写経料紙申請

経巻目録

食口案

用紙注文

写経用紙受取確認

食口案

食口案

用紙注文

食口案

写経料紙申請

食口案

食口案

食口案

食口案

食口案
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３－６２８～６２９

３－５０３～５０４

ZK２５�裏

ZK２５�裏 ２

２

往来軸あり。題箋表「仁王

経充紙帳」裏「五年三月十

一日」。詳細は〔杉本２００１〕

参照

中ほどやや左下に付箋

「行十七〈廿九枚ノ内／廿

五ノ九〉」

教輪に関しては〔山下

２００２〕参照

未修目録１０８２（４３－６）「一

枚」

左下に付箋「二」「廿四帙

十巻」

１２－４３０

１２－４２７

１２－４２２～４２３

３－６１８

３－６２４～６２５

１２－４３０～４３１

２５－６１

２５－１６８～１６９

１２－４２１～４２２

３－６２４

１２－３３～３４

３－６２６

１２－４２５

１２－４２０～４２１

３－６２２～６２３

１２－４２９

１２－４２７～４２８

１２－４２３～４２５

３－６２１～６２２

１２－４２１～４２３ ZZ９－６

Z４３�

ZZ９－９〈１〉

ZZ２３－５〈４６〉

ZZ４２－１〈４〉

ZZ１６－６〈１０〉

ZZ３８－４〈５〉裏

ZZ９－６〈１〉

ZB６�

ZZ４６－４〈６〉

J３４�

Z４２�

ZZ１２－１１〈９〉

Z４５�

ZZ１６－７〈３〉

ZZ１４－７〈９〉

ZB９�

ZB６�

ZZ９－６〈２〉

ZZ１６－７〈４〉

１

１

１

１

１

１

１

１

？

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

奥に写経所の書き込みあ

り

紙背は、年月日未詳「呉原

生人布施注文」（２４－４１７

～４１８）

奥に写経所の書き込みあ

り

奥に呉原生人の貸出確認

文があり

紙背は１－７

写書所（→造東大寺司）

写書所（→造東大寺司）

造東大寺司→写経所

僧永仙→造東大寺司→写

経所

僧永仙→造東大寺司→写

経所

写書所（→造東大寺司）

大安寺三綱→東大寺

僧教輪→造東大寺司→写

経所

僧智憬→造東大寺司→写

経所

上馬養（→上毛野真人）

写経所

（造東大寺司→僧綱）

写経所

造東大寺司（→写経所）

写経所

（造東大寺司→僧綱）

写経所

写経所

写経所

写経所

写経所

僧教輪→造東大寺司→写

経所

１２－４３１～４３４

１２－４３１～４３３

１２－４３１

ZZ１６－５〈２〉・〈３〉

ZZ１６－５〈２〉～〈４〉

ZZ４４－１０〈２０〉

１

１

１

紙背は宝亀四年九月三十

日？「奉写一切経所告朔

解案」（２１－５１８～５２３）

写経所

写経所
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９－１

９－２

写書所解案

写書所解案 勝宝５．６．２１

（勝宝５．２．２２） 作成

作成

常疏

常疏

写経料紙申請

写経料紙申請

２３

２６

１７

１２－２

２４

１２－１

１０

１３

１６

１９

１５

２１

２２

１８

２７

２５

１１

１４

１２

２０

写書所解案

僧教輪啓

僧智憬啓

造東寺司牒案

大安寺三綱牒

僧永仙啓

仁王経紙軸収納并充

装�帳

仁王経注文断簡

造東寺司牒案

仁王経紙筆墨充帳

仁王経疏出納帳

造東大寺司経巻受取

文

仁王経紙軸収納文

仁王経紙軸収納并充

装�文

写経所仏像等収受注

文

布施申請解案

僧永仙状

上馬養写経完了記録

文案

仁王経出納文

僧教輪啓

勝宝５．４．７

勝宝５．３．２５

勝宝５．３．９

勝宝５．３．１１

（勝宝５．）３．２３

勝宝５．４～６ごろ

勝宝５．４．１３

勝宝５．２．２３

（勝宝５．）３．２２

勝宝５．３．２７

勝宝５．３．９

勝宝５．４～６ごろ

勝宝５．３．１１

勝宝５．４．１５

勝宝５．４．７

勝宝５．４．７

勝宝５．３．２７

勝宝５．３．６

勝宝５．３．１２

勝宝５．４．１

作成

作成

作成

作成

作成

～３．１７

作成

作成

～４．７（？）

作成

作成

～３．２１

作成

～３．２１

作成

～３．２１

作成

作成

～４．２７

仁王経（間写K）

？

仁王経（間写K）

仁王経（間写K）

仁王経（間写K）

仁王経（間写K）

仁王経（間写K）

法華経（間写L）

仁王経（間写K）

「楞枷経疏」

上毛野真人私願経

（間写J）

仁王経（間写K）

仁王経（間写K）

仁王経（間写K）

？

法華経（間写L）

仁王経（間写K）

審詳経？

仁王経（間写K）

法華経（間写L）

経巻借受申請

本・紙充帳

経嚢注文

経巻受取確認

布施申請解

経巻・経嚢返却確認

仏像等受取確認

経巻送付確認（→経

巻受取検注）

経嚢注文

経巻出入検注

経巻借受申請

経巻借受・貸出検注

写経終了報告

経巻送付確認

布施申請解

紙筆墨充帳

本・紙軸充帳

経巻貸出申請（→経

巻貸出検注）

経巻注文

紙軸充帳

２９－１

２９

２８

経巻出納帳

経櫃并敷布返送注文

経巻出納帳

勝宝５．４．１６

（勝宝５．４．１６）

勝宝５．４．１６ ～５．１１

～５．２５

作成

「個別文書の検討」を

参照

仁王経（間写K）

五月一日経？ 経巻貸出検注

経巻出入検注

経櫃等返送確認
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１２－４３５～４３６

１２－４３３～４３４

ZZ２３－４〈５６〉

ZZ１６－５〈４〉 １

１

題箋「寺々仁王経散帳」

未修目録７８６（３１－８）「一

枚」

上端破損。余白約２０㎝

〈１〉と〈２〉とのあいだに欠

落があるため、階層性を

もたせた

１３－３

１２－４４１～４４７

２５－２０４

１２－４３８～４３９

１３－２

１３－４～５

１２－５６３～５６４

１３－４

１２－４４０

１３－２

１３－４

１３－３

１２－４４１～４４９

１２－４３８～４４０

１２－５６５

１３－１

１２－４４７～４４９

１２－４４０～４４１

１２－４３９～４４０ ZZ９－７〈２〉

ZZ３７－７〈３〉

ZZ１２－２〈１〉裏

ZZ３７－７〈１〉

ZZ３７－７〈７〉

ZZ１２－２〈４〉～〈１〉裏

ZZ３７－７〈６〉

ZZ１６－６〈１１〉

ZZ３８－４〈３〉裏

ZZ９－９〈４〉

ZZ１６－６〈１２〉

ZZ３７－７〈５〉

ZZ３７－７〈４〉

ZZ９－７〈１〉

ZZ９－７

ZZ１２－２〈４〉～〈２〉裏

ZZ３７－７〈２〉

Z４４�

ZZ３７－７〈８〉

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

紙背は６０

紙背は１－５

写経所判、造東大寺司判

あり

写経所判、造東大寺司判

あり

大友広国→写経所

（造東大寺司→図書寮）

造東大寺司→写経所

造東大寺司政所→写経所

造東大寺司政所→写経所

造東大寺司→写経所

造東大寺司政所→写経所

薬師寺三綱→装束仁王講

司務所（造東大寺司）

薬師寺三綱→装束仁王講

司務所（造東大寺司）

造東大寺司→写経所

薬師寺三綱→装束仁王会

司務所（造東大寺司）

造東大寺司→写経所

写経所

造東大寺司→写経所

内裏→造東大寺司→写経

所

（写経所→造東大寺司）

？

紫微中台→造東大寺司→

写経所

（写経所→造東大寺司）

紫微中台→造東大寺司→

写経所

紫微中台→造東大寺司→

写経所

造東大寺司政所→写経所

１３－６

１３－６

１３－７

１３－７～８

１３－５

ZZ３７－７〈１１〉

ZZ３７－７〈１２〉

ZZ３７－７〈１３〉

ZZ３７－７〈９〉

ZZ３７－７〈１０〉

１

１

１

１

１

造東大寺司→写経所

造東大寺司政所→写経所

造東大寺司→写経所

造東大寺司政所→写経所

造東大寺司→写経所

１３－８ ZZ３７－７〈１４〉 １造東大寺司政所→写経所

十二部経は不明１３－９ ZZ３７－７〈１５〉 １造東大寺司政所→写経所

１３－９ ZZ３７－７〈１６〉 １造東大寺司政所→写経所
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２９－２

３０

造東大寺司牒案

経師大友広国手実 勝宝５．４．２４

勝宝５．５．１３ ～５．２５

作成

「最勝王経・観世音経

・仁王経」

常疏？

（経巻貸出確認→）経

巻貸出検注

手実

３８－４

３８－７

３６

３３

３８－５

３２

３１

３４

３５－２

３８

３５－１

３８－２

３８－３

３７

３８－８

３８－６

３１－１

３５

３１－２

３８－１

造東大寺司文

造東大寺司政所符

薬師寺三綱牒

写経所（？）解案

造東大寺司政所符

造東大寺司政所符

薬師寺三綱牒

内裏請留経目録

造東大寺司紙筆墨軸

等充帳

留経注文断簡

内裏請留経目録

造東大寺司符

経巻出納検注文

経巻奉請文

写経所（？）解案

造東大寺司符

造東大寺司政所符

造東大寺司符

内裏請留経目録

薬師寺三綱牒案

勝宝５．８．２８

勝宝５．５．８

勝宝５．５．１

（勝宝５．）５．３

勝宝５．５．７

勝宝５．１０．４

勝宝５．９．２

勝宝５．４．２７

勝宝５．５．７

勝宝５．６．９

勝宝５．５．２３

勝宝５．９．３

勝宝５．５．５ごろ

勝宝５．１０．４

勝宝５．８．１７

勝宝５．６．２２

勝宝５．５．９

勝宝５．４．２７

勝宝５．５．７

勝宝５．６．９

作成

作成

作成

作成

～５．２４

作成

作成

作成

～勝宝７．８．２９

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

仁王経（間写K）

法華経（間写P）

？

仁王経（間写K）

一切経

一切経

華厳経（間写Q）

仁王経（間写K）

孝謙御願経（間写V）

？

？

「陀羅尼経・法華経・

十一面経」

常疏

仁王経（間写K）

華厳経（間写Q）

理趣経（間写R）

「法華経如来寿品」

仁王経（間写K）

一切経

宝星陀羅尼経（間写

U）

経巻返却申請

経巻借受申請

紙充文

紙充文

紙充文

紙充文

布施申請解

紙軸等充帳

紙充文

経巻目録

紙充文

経巻目録

帙充文

布施申請解

染料充文

経巻注文

経巻返却申請

経巻返却申請（→経

巻返却検注）

経巻目録

経巻返却検注

３８－１３

３８－９

３８－１２

３８－１１

３８－１０ 造東大寺司符

造東大寺司符

造東大寺司政所符

造東大寺司符

造東大寺司政所符

勝宝５．１１．１０

勝宝５．１２．８

勝宝６．１．６

勝宝５．１１．２２

勝宝６．１．２９ 作成

作成

作成

作成

作成 梵網経（佐々田H）

華厳経・法華経など

（佐々田G）

常疏

？

七部経（間写X）？

紙充文

刀子充文

紙充文

紙充文

軸・紙充文

３８－１４ 造東大寺司政所文 勝宝６．３．２２ 作成 ？ 染料充文

３８－１５ 造東大寺司政所符 勝宝６．３．２６ 作成 十二部経 軸充文

３８－１６ 造東大寺司政所符 勝宝６．４．２２ 作成 ？ 筆墨充文
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１３－９～１０ ZZ３７－７〈１７〉 １

左下に付箋「十六ノ五」。

未修目録２６３「往来破 壱

巻三十二枚」

４－６７

１３－１４

１３－１２～１３

１３－１１

１３－１８

１３－１５０

１３－１５

４－６９

１３－１２

１３－１８

１３－１４９

４－６８

１３－１３～１４

１３－１０～１１

１３－１６

１３－１７

１３－１４～１５

１３－１３

１３－１６～１７

１３－１１ ZZ３７－７〈２０〉

ZZ３７－７〈３２〉

ZZ３７－７〈２６〉

ZZ３７－７〈３０〉

ZB４７�裏

ZZ３７－７〈２４〉

Z２８�裏

ZZ３７－７〈２１〉

ZZ３７－７〈２８〉

ZZ３７－７〈２７〉

ZZ３７－７〈２３〉

Z１８�裏

ZK３９�

ZZ３７－７〈１９〉

ZZ３７－７〈１８〉

ZZ３７－７〈２５〉

ZZ３７－７〈３１〉

ZZ３７－７〈２９〉

ZZ３７－７〈２２〉

Z４４�

１

１

１

２

１

１

１

１

２

１

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

紙背は勝宝七年三月二十

七日造東大寺司解案（４－

５０～５１）

紙背は天平十六年十一月

九日優婆塞貢進文（２－

３６０）

紙背は年月日不明優婆塞

貢進文（２４－３０３～３０４）

造東大寺司→写経所

造東大寺司政所→写経所

造東大寺司政所→写経所

造東大寺司→写経所

造東大寺司政所→写経所

造東大寺司政所→写経所

造東大寺司→写経所

造東大寺司→写経所

造東大寺司政所→写経所

造東大寺司→写経所

造東大寺司政所→写経所

造東大寺司政所→写経所

造東大寺司政所→写経所

造東大寺司政所→写経所

造東大寺司政所→写経所

造東大寺司政所→写経所

造東大寺司政所→写経所

造東大寺司→写経所

造東大寺司政所→写経所

造東大寺司政所→写経所

造東大寺司政所→写経所

２５－１９６ Z１８�裏 ２ 紙背は勝宝四年十一月十

七日優婆塞貢進文（３－

５９０）。未収習書もあり

造東大寺司政所→写経所

４－７４～７５ Z４２� １造東大寺司→写経所
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３８－１７ 造東大寺司符 勝宝６．６．１８ 作成 大般若 経・華 厳 経

（佐々田J）

染料充文

３８－３３

３８－３６

３８－２７

３８－２２

３８－３４

３８－２１

３８－１８

３８－２３

３８－２６

３８－２９

３８－２５

３８－３１

３８－３２

３８－２８

３８－３７

３８－３５

３８－１９

３８－２４

３８－２０

３８－３０

造東大寺司政所符

造東大寺司政所符

造東大寺司文

造東大寺司政所符

造東大寺司政所符

造東大寺司文

造東大寺司文

造東大寺司政所符

造東大寺司政所符

造東大寺司政所符

造東大寺司政所符

造東大寺司政所符

造東大寺司政所符

造東大寺司政所符

造東大寺司符

造東大寺司政所符

造東大寺司政所符

造東大寺司政所符

造東大寺司政所符

造東大寺司文

勝宝７．６．８

勝宝７．２．１０

勝宝６．１０．３０

勝宝６．１１．１０

勝宝７．２．９

勝宝７．７．１２

勝宝７．６．１９

勝宝６．７．２５

勝宝７．１．２５

勝宝７．３．２６

勝宝６．９．９

勝宝７．６．２０

勝宝６．１２．２４

（勝宝７．）７．１７

（勝宝７．）５．２２

勝宝７．４．９

勝宝７．３．１２

勝宝６．９．９

勝宝６．１２．３０

勝宝７．３．２６

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

梵網経（佐々田K）

新訳八十華厳経・大

集経・大品経（佐々田

O）

国分経（佐々田P）

七仏神呪経・無垢称

光陀羅尼経・地蔵経

（佐々田M）

国分最勝王経（佐々

田P）

華厳経・観 世 音 経

（佐々田Q）

華厳経十部のうち新

訳五部（佐々田N）

華厳経・観世音経二

千巻（佐々田Q）

華厳経（良弁）

華厳経十部（佐々田

N）

華厳経十部（佐々田

N）

七仏所説経・無垢称

光陀羅尼経・地蔵経

（佐々田M？）・常疏

華厳経十部（佐々田

N）

華厳経十部（佐々田

N）

華厳経・観世音経二

千巻（佐々田Q）

華厳経・観世音経二

千巻（佐々田Q）

華厳経十部（佐々田

N）

華厳経（佐々田N）

華厳経十部（佐々田

N）

華厳経十部（佐々田

N）

軸・染料充文

紙充文

綺・銭充文

軸・綺充文

軸充文

緒充文

軸充文

紙充文

紙・軸充文

紙充文

帙充文

軸充文

紙充文

紙充文

綺充文

軸充文

紙充文

紙充文

紙充文

紙充文

３８－３８ 造東大寺司政所符 勝宝７．８．１３ 作成 金字最勝王経（佐々

田P）

軸充文

３８－３９ 造東大寺司符 勝宝７．８．２９ 作成 ？ 軸充文
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右下に付箋「四」、左下に

「廿一帙二巻」。

左下に付箋「廿七ノ六」。

未修目録５６３「一枚」

左下に付箋「卅四」。未修

目録８８９「一枚」

題箋に「経師装�校生／等

残紙帳」（表）「五年十一月

八日」（裏）。左下に付箋

「卅六ノ三」。未修目録９３２

「壱巻一枚」

未修目録７１８（３１－１）「一

枚」

３－６３７

３－６３０～６３１

１３－２２～２３

１３－２０～２１

１３－４３～４４

１２－４３６

１３－４０

１１－３８４～３８７

１３－２１～２２

３－６３７～６３８

１３－２８～３４

３－６３７～６３８

１３－３５

１３－１９～２０

３－６３２～６３４

３－６３８～６４０

１３－３８～３９

１３－２３～２８

１３－４１～４２

１３－２１ ZZ１６－９〈２〉

S７�・�

ZZ１６－４〈１４〉

ZB２３�

ZZ３８－４〈８〉〈７〉裏

ZZ１６－７〈１１〉

ZK１６��、�裏

ZZ１６－７〈１２〉

ZB２３��

ZZ１６－７〈１４〉

ZZ２６－７〈１６〉～〈１３〉

裏

S７�

S７�

ZZ１４－７〈１９〉

ZZ１６－４〈１３〉

Z５０�

ZZ４１－６〈８〉〈９〉

ZZ３７－６〈２〉

ZZ１６－３〈８〉

ZZ２３－４〈５６〉

１

１

１

１

１

１

１

１

？

１

１

１

１

１

１

１

１

１

紙背は勝宝元年八月十三

日～七歳六月十六日「経

疏間校帳」（新井０７３）

紙背は１－９

右端裏に「不」

オモテから紙背へ続けて

書き込む

僧良弁→造東大寺司→写

経所

僧良弁→造東大寺司→写

経所

僧良弁→造東大寺司→写

経所

写経所

写書所（→造東大寺司）

写経所

写経所

写書所（→造東大寺司）

写経所

写経所

僧智憬→造東大寺司→写

経所

写経所

（造東大寺司→岡本院）

写書所（→造東大寺司）

写経所

僧智憬→造東大寺司→写

経所

僧安寛→造東大寺司→写

経所

僧善珠→造東大寺司→写

経所

写経所

大友広国→写経所

右下に付箋「�五ノ六」
「□ 卅五（五を抹消し、

右上に「九」を記す）」

２４－４６８

１２－４３７ ZZ２３－４〈６３〉

ZZ２３－４〈６３〉裏 ？

？

紙背は５７

紙背は５８

写経所？

大友広国→写経所
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５３－１

５５

４８

４３

５３－２

４２

３９

４４

４７

５０

４６

５２

５３

４９

５６

５４

４０

４５

４１

５１

敷金銀塵雑色紙用残

注文

経師大友広国手実

十部観世音経用紙注

文

写書所解案

写書所解案

少僧都良弁牒継文

十部観世音経充墨文

僧善珠啓并経巻出納

文

疏師装�校生等残紙
帳

写経料紙用残帳

経巻貸出検注文

少僧都良弁牒

僧智憬啓

造東大寺司牒案

僧安寛状

経師等暦名案

少僧都良弁牒

写書所解案

僧智憬啓

十部観世音経目録

勝宝５．１２．５

勝宝５．９．２３

（勝宝５．）８．１２

勝宝５．８．１９

勝宝５．９．９

未詳

勝宝５．１２．１０

勝宝５．７．２４

勝宝５．９．４

（勝宝５．１１．８）

（勝宝５）

（勝宝５～）

勝宝５．８．２４

未詳

勝宝５．１２．５

勝宝５．１２．１０

勝宝５．１０．２

（勝宝５）

勝宝５．８．２６

勝宝５．１２．１０

作成

作成

作成

作成

作成

～勝宝６．７．３０

～勝宝５．１２．１０

作成

～９．９以降

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

作成

十部観世音経（間写

O）

陀羅尼集経（間写T）

「個別文書の検討」を

参照

十部観世音経（間写

O）

審詳経？

常疏

「個別文書の検討」を

参照

「個別文書の検討」を

参照

「如意陀羅尼経、釈摩

界陀羅尼経、華厳経

寿命品」

常疏？

華厳経（間写B）

審詳経？

七部経（間写X）

華厳経（間写Q）

陀羅尼集経（間写T）

陀羅尼集経（間写T）

楞枷経（間写F）？

十部観世音経（間写

O）

「個別文書の検討」を

参照

写経用紙記録

経巻返却確認

経巻返却申請（→経

巻返却検注）

経巻返却申請（→経

巻返却検注）

経師等見仕確認

布施申請解

経巻借受申請

残紙帳

経巻返却申請

経巻貸出検注

手実

経巻返却・不返却確

認

布施申請解

布施申請解

写経用紙用残帳

写経両紙用残帳

墨充文

写経用紙記録

経巻借受申請（→経

巻貸出検注）

経巻返却確認・借受

申請

５７

５８ 写経所布施注文案

経師大友広国手実

未詳

未詳 作成

作成 ？

常疏？

布施注文

手実
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個々の文書紙背について

は、編纂所目録を参照

２４－５０９～５１１、

１１－２５６～２６０、

２４－５１１～５１６、

１１－２６０～２６２

J２４��裏、J２１��
裏、J２４��裏

１ 紙背は宝亀三年？「奉写

大乗経律論目録」（２０－

５４６～５７４、２１－７９～１１３）。

宝亀三年の推定は〔杉本

１９９２〕参照

�に未収文言あり、「□□
□／返送／□／□□／□・・・

□□□使□□□」

３－６４３～６４４

２４－５１６

１１－２５９

２４－５１０～５１１

４－９８

４－８７～９８、３－

６４２～６５４

１１－２５８

３－６４２～６４３

３－６４５～６４７

３－６４４～６４５

２４－５１１～５１６

２４－５０９

４－８７～９６

４－９７～９８

１１－２６０～２６２

１１－２５９～２６０

４－９６～９７

１１－２５６～２５７ J２１�〈２〉裏

J３０�〈３〉裏

J２１�裏

J２８�〈２〉裏

J２４��裏

J３０�〈２〉裏

J２１�〈１〉裏

J２８�〈１〉裏、�〈２〉～
〈１〉裏、�〈４〉裏

J２８�～�裏、J３０�
～�〈４〉裏

J２１�〈１〉裏

J３０�〈１〉裏

J３０�〈２〉裏

J２４�裏

J２４�裏

J２４��裏

J２８�〈１〉裏

J２８�〈３〉裏

J２１�〈２〉裏

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

奥に造東大寺司、写経所

の判あり

奥に写経所の書き込みあ

り

奥に造東大寺司、写経所

の判あり

奥に造東大寺司の判あり

奥に造東大寺司の判あり

奥に大安寺三綱の判など

あり

奥に造東大寺司の判、写

経所の書き込みあり

奥に造東大寺司の判あり

奥に写経所の書き込みあ

り

奥に造東大寺司の判あり

藤原仲麻呂家→造東大寺

司→写経所

藤原仲麻呂家→造東大寺

司→写経所

僧慈訓→造東大寺司→写

経所

大修多羅衆→造東大寺司

→写経所

僧浄弁→造東大寺司→写

経所

僧栄之→造東大寺司→書

之司

写経所

藤原仲麻呂家→造東大寺

司→写経所

僧厳智→造東大寺司→勅

旨写一切経所

法華寺→造東大寺司→写

経所

写経所

写経所

写経所

写経所

写経所

写経所

写経所

次文書の倶舎論に関する

記載と関係するか

３－６４９

３－６４７～６４９

J３０�〈２〉裏

J３０�〈１〉裏

１

１ 奥に造東大寺司の判あり

奥に造東大寺司の判あり大修多羅衆→造東大寺司

→写経所

北家→造東大寺司→写経

所
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５９

５９－１

経疏出納帳

経疏出納帳 天平２０．７．９

天平２０．７．９ ～勝宝７．４．２７

～勝宝６．９．１３

経巻出入検注

経巻出入検注

５９－２－６

５９－２

５９－１－５

５９－２－７

５９－１－４

５９－１－１

５９－１－６

５９－１－９

５９－２－２

５９－１－８

５９－２－４

５９－２－５

５９－２－１

５９－２－８

５９－１－２

５９－１－７

５９－１－３

５９－２－３

大修多羅衆牒

経疏出納帳

経疏出納帳

僧浄弁状

僧慈訓状

僧厳智啓

経疏出納帳

法華寺牒

経疏出納帳

経疏出納帳

藤原仲麻呂家牒

経疏出納帳

経疏出納帳

経疏出納帳

藤原仲麻呂家牒

藤原仲麻呂家牒

経疏出納帳

僧栄之牒

勝宝５．１１．１０

勝宝４．４．１７

勝宝２．１１・２８

勝宝３．２．２４

勝宝４．３．１６

勝宝５．１２．１２

天平２０．７．９

（勝宝３．）８．１１

勝宝５．８．５

勝宝２．６．１８

勝宝６．２．２０

勝宝３．２．２２

勝宝５．９．３

（勝宝５．）８．２２

勝宝４．４．１７

天平２０．１０．１０

勝宝３．３．２７

勝宝５．８．１０

～勝宝２．７．３

～勝宝５．８．１

作成

作成

作成

～３．２６

作成

作成

作成

～勝宝８．３．１１

作成

～勝宝７．２．１９

作成

作成

作成

～勝宝６．９．１３

～７．４

「金光明経疏」

「注維摩経」など

「花厳経疏」

「中辺分別論疏」など

「大般若経」（宮一切

経内）

「涅槃述賛」など

「瑜伽論疏」など

主に五月一日経

「大毘娑婆論」など

（宮一切経内）

「大品般若経」など

「六巻章」など（宮一

切経内）

主に五月一日経

「対法論疏」

「出曜論」など

「金剛般若論」など

「解深密経疏」など

「古迹記」

経巻貸出検注

経巻貸出？借受？検

注

経巻借受申請（→経

巻貸出検注）

経巻借受申請（→経

巻貸出検注）

経巻貸出申請（→経

巻貸出検注）

経巻貸出検注

経巻貸出申請（→経

巻貸出検注）

経巻借受申請（→経

巻貸出検注）

経巻借受検注

経巻借受検注

経巻貸出申請（→経

巻貸出検注）

経巻貸出検注

経巻借受申請（→経

巻貸出検注）

経巻借受検注

経巻返却確認

経巻貸出申請（→経

巻貸出検注）

経巻貸出？借受？検

注

経巻借受検注

５９－２－１０

５９－２－９

大修多羅衆牒

北家牒

勝宝６．４．１

勝宝６．２．２３

作成

作成

「倶舎論」など 経巻借受申請（→経

巻貸出検注）

経巻返却確認・借受

申請（→経巻貸出検

注）
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３－６４９～６５３ J３０�〈１〉裏 １

文書右側に「呉原生人」

（未収）

１２－４６０～４６７

２５－１７８～１７９

４－８５～８７

４－３７～３８、４－

８５～８７

１２－５００～５０７

１２－５４８

１２－５４６～５４７

１２－５４５

４－３８

１２－５０７～５１２

１２－５１３～５２１

１２－４６７～４７０

２５－１７８

３－６５３～６５４

１２－４４９～４５９

未収

１２－４７３～４９９

２５－１７８～１７９

１２－４５９

４－３７～３８ J３５�〈２〉裏

ZZ１２－１０〈６〉～〈１０〉

ZZ１２－２〈１〉～〈２２〉

ZZ１２－２〈５〉裏

ZZ４４－１０〈１７〉裏

J２５�〈３〉裏

ZZ１３－３〈１〉～〈６〉

J３５�〈１〉裏

ZZ１２－２〈２１〉～〈１２〉

裏

ZZ１２－２〈２２〉裏

J２５�〈３〉〈２〉裏

ZZ１２－１１〈１〉〈２〉

ZZ１２－１０〈５〉～〈１〉

裏

J３５�〈２〉〈１〉裏、J２８
�〈３〉裏

J３０�〈４〉裏

J２５�〈２〉裏

ZZ１２－１０〈１〉～〈５〉

ZZ１２－２〈１０〉〈９〉裏

J２８�〈３〉裏

ZZ４０－１〈９４〉裏

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

紙背は未収。何らかの経

巻の一部か

紙背は６０

紙背は６０

�〈３〉裏は空

紙背は６５

紙背は６７

紙背は６０

奥に造東大寺司官人の書

名あり

紙背は勝宝九歳六月十八

日「上馬養画機借遣文」

（１３－２２４）

紙背に「大宝積経九帙十

巻〈大乗経二写〉」とあり

紙背は６０

紙背は３５、６１～６４

写経所

写経所

写経所

写経所

写経所

写経所

写経所

写経所

写経所

写経所

（造東大寺司→藤原夫人

家務所）

写経所

写経所

写経所

写経所

写経所

（造東大寺司→元興寺？）

写経所

（造東大寺司→紫微中台）

本来ならば勝宝五年に入

れるべきではない。「個別

文書の検討」参照

年月日の比定は〔高田

１９９８〕

１２－５４３～５４５

１２－５２２～５４３

１３－３７

１２－５４９～５６３

ZZ１３－２〈１〉～〈１１〉

ZZ３４－１〈２４〉〈２３〉裏

ZZ２４－６〈２４〉裏

ZZ１３－４〈１〉～〈８〉 ？

１

１

１

紙背は天平二十年八月

「経師等上日断簡」（野尻

０７５）

紙背は「筆墨申請解案」（８

－４６７～４８６）

紙背は勝宝三年二月八日

「造東大寺司解」（１２－４７７

～４８２）

写経所

写経所

僧智憬→造東大寺司→写

経所

写経所

１２－５４８～５４９

１２－５４９

ZZ１３－５〈１３〉

ZZ１５－３〈２３〉裏 ？

１

紙背は天平十八年類収

「納櫃目録」（２４－２００）

大小乗論の経巻や用紙の

数値が７１と同じ

写経所

写経所
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５９－２－１１ 経疏出納帳 勝宝６．４．１ 勝宝６．１０．２９ 主に五月一日経？ 経巻借受検注

６７

７０

６１

５９－３－３

６８

５９－３－２

５９－２－１２

５９－４

６０

６３

５９－４－２

６５

６６

６２

７１

６９

５９－３

５９－４－１

５９－３－１

６４

奉写章疏集伝目録

造東大寺司牒案

経疏出納帳

写経経櫃目録

小乗経納櫃目録

納櫃目録

経疏出納帳

造東大寺司奉請文案

洗布散等注文

経疏出納帳

大乗経律論納櫃目録

納櫃目録

造東大寺司牒案

経疏出納帳

奉写小乗論目録

奉写大乗論目録断簡

納櫃目録

写経目録

経疏出納帳

経疏出納帳

未詳

未詳

（勝宝７）

（勝宝７．）３．２７

未詳

未詳

未詳

勝宝６．１１．１６

勝宝７．４．２７

未詳

勝宝７．３．１

未詳

勝宝７．４．１６

未詳

未詳

未詳

未詳

勝宝７．３．１

勝宝７．４．１６

未詳

～勝宝７．５．２１

～勝宝７．２．１９

～４．２７

作成

～３．２２

～５．２１

作成

～４．２６

審詳経？

一切経

大宝積経勘経？

大宝積経勘経？

一切経

一切経

一切経

一切経

一切経

「注涅槃経」など

一切経

一切経

一切経

一切経

大宝積経など

「勝思惟梵天所問経」

など

一切経

経巻出入検注

経巻出入検注

経巻目録

経巻目録

経巻目録

経巻目録

経巻目録

経巻目録

経巻目録

経巻用紙注文

経巻貸出検注

経巻目録

経巻目録

経巻目録

経巻出入検注

経巻貸出検注

経巻借受検注

経巻貸出？確認

経巻奉請文（→経巻

出入検注）

７７

７４

７６

７５

未写経律論集目録

奉写章疏集伝目録

僧智憬啓

奉写疏集伝目録

未詳（勝宝３．２以降）

未詳（勝宝２．２．１８以

前）

（勝宝５秋）

年月未詳、１７ 作成 「勝鬘経宝窟」

一切経

一切経

一切経

経巻目録

経巻目録

経巻目録

経巻借受申請

７２

７３

経巻用紙注文

大小乗経律見読巻数

注文

未詳

未詳

一切経

一切経

経巻用紙注文

経巻注文
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